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午前１０時００分 開議 

○議長（加澤 明君） おはようございま

す。 

 出席議員は、定足数に達しておりますの

で、会議は成立いたします。 

 これより、本日の会議を開きます。 

 本日の議事は、タブレットに配信しており

ます議事日程第２号をもって進めます。 

───────────────── 

  ◎日程第１ 市政に対する一般質問 

○議長（加澤 明君） 日程第１ 市政に対

する一般質問を行います。 

 奥本菜保巳議員の登壇を願います。 

奥本議員。 

○１１番（奥本菜保巳君） おはようござい

ます。日本共産党、奥本菜保巳でございま

す。 

それでは、基地問題、行政問題について、

通告順に一般質問をいたします。 

初めに、基地問題について伺います。 

基地問題の１点目、米軍三沢基地における

訓練状況について伺います。 

近年、三沢基地では、米軍の外来機やイギ

リス軍、オーストラリア軍による訓練のため

の飛来が見受けられるようになりました。 

オーストラリアとの関係性では、今年５月

３１日、シンガポールにおいて第２２回アジ

ア安全保障会議の機会に、日米豪（日本・ア

メリカ・オーストラリア）の防衛協力深化の

ための取組に関する日米豪防衛協議体閣僚級

会談が開催され、共同声明が出されました。 

その共同声明には、「我々は、インド太平

洋地域の厳しく複雑な安全保障環境を認識

し、自由で開かれたインド太平洋の維持・強

化のための日米豪のパートナーシップの重要

性を認識する。日本周辺における抑止力及び

対処力の強化を目的とし、自衛隊とのより実

践的な活動のための、豪国防軍及びその他の

パートナーの軍隊による日本へのアクセスの

さらなる促進」という文言が盛り込まれてい

ます。 

今後、オーストラリア軍の飛来が常態化さ

れることが懸念されます。 

また、米軍外来機の三沢での訓練について

も、２０２３年に続いて、今年４月１５日午

後８時過ぎに、当市の基地渉外課にＢ－１Ｂ

爆撃機が到着したと連絡が入りましたが、機

数や目的、滞在期間など、詳細な説明はなか

ったということでした。 

当市に対し、事前通告や詳細説明がない米

軍の対応に、不信感しかありません。地元軽

視と言わざるを得ません。 

Ｂ－１Ｂ爆撃機は、全長約４４メートルの

大型機で、最高時速はマッハ１.２、レーダー

に発見されにくく、超音速で目標地点に進入

し、多くの爆弾やミサイルを搭載し、戦略爆

弾を行うことができるとされています。 

所属は、アメリカ・テキサス州ダイエス空

軍基地の第９遠征爆撃飛行隊、三沢を拠点と

した爆撃作戦の能力向上を図り、北朝鮮や中

国を牽制する狙いがあると見られると報道さ

れております。 

しかし、相手国から見れば、それが脅威と

なり、軍事的緊張を高め、三沢が反撃の標的

になる危険性があるのではないでしょうか。

市民にとっても、訓練強化による新たな基地

被害が発生するのではないでしょうか。 

実際、４月２９日に、Ｂ－１Ｂの機体の不

具合により滑走路が一時閉鎖され、民間機２

便に影響がありました。１便は羽田に引き返

し、もう１便は欠航となり、多大な損害を与

えています。二度とこのようなことが起こら

ないよう、厳重に抗議すべきと思います。 

このことからも、米軍や多国軍による外来

機の訓練受入れに対し、三沢市として厳しく

対処していく必要があります。 

当市として、この事態を受け、どのような

対応をされたのか、所見を伺いたいと思いま

す。 

また加えて、５月５日に、Ｆ－１６戦闘機

による機体トラブルにより、伊丹－三沢線の

民間機の目的地が青森空港に変更され、折り

返し便が欠航となった事態についても当市の

所見を伺います。 
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次に、基地問題の２点目、米軍以外の多国

軍による自衛隊との共同訓練について伺いま

す。 

自衛隊との共同訓練も見据えた米軍以外の

多国軍の三沢基地での訓練に対しては、基地

に起因する市民生活への影響、すなわち騒音

被害や航空機の墜落事故、軍人等による事件

・事故の発生などに対し、どのように市民の

生命・財産、安心・安全を守っていくのかが

問われる問題だと思います。 

まず、アメリカ以外の多国軍の三沢での訓

練は、２０１６年にイギリス軍が展開してい

ました。私は、その当時に、イギリス軍の派

遣部隊の軍人及び軍関係者が航空機事故や事

件・事故を起こした場合、どのような扱いに

なるのか疑問に思っていました。その後、イ

ギリスとは、２０２３年１月１２日に円滑化

協定を締結しています。 

円滑化協定とは、日本の自衛隊と多国軍と

の互いの国への入国を簡素化し、武器・弾薬

の持ち込みや事件・事故が起きた場合の刑事

・司法手続きを定めたものとなっています。 

日本は、オーストラリアと２０２２年１月

６日に締結しています。フィリピンとは２０

２４年７月８日に締結しています。このこと

が意味することは、米軍も含め、協定を結ん

だ多国軍と自衛隊との共同訓練が一層強化さ

れるということではないでしょうか。基地に

起因する基地被害が深刻化するのではないで

しょうか。 

そこで、当市として円滑化協定も踏まえ、

市民の生命・財産、安心・安全を守るために

どのように対処していくのか伺います。 

次に、行政問題について質問します。 

まず、行政問題の１点目、介護福祉施策に

ついて伺います。 

厚生労働省では、平成２９年地域包括ケア

強化法において、高齢者の自立支援・重度化

防止等に向けた保険者の取組や都道府県によ

る保険者支援の取組が全国で実施されるよ

う、計画・実行・評価・改善のＰＤＣＡサイ

クルによる取組を制度化しています。 

この一環として、自治体への財政的インセ

ンティブとして、市町村や都道府県の様々な

取組の達成状況を評価できるよう客観的な指

標を設定し、市町村や都道府県の高齢者の自

立支援、重度化防止等に関する取組を推進す

るための保険者機能強化推進交付金を創設し

ています。 

さらに、令和２年度からは、公的保険制度

における介護予防の位置づけを高めるため、

前段の保険者機能強化推進交付金に加え、介

護保険保険者努力支援交付金を創設し、介護

予防・健康づくり等に資する取組を重点的に

評価することにより、配分基準のメリハリづ

けを強化しています。 

そして、今年度からは、介護保険保険者努

力支援交付金の目的の中の認知症総合支援の

取組状況の項目に、難聴高齢者の早期発見・

早期介入の取組が評価指標の対象となりまし

た。難聴高齢者の早期対応や普及・啓発など

の取組、補聴器購入にも国の交付金が充てら

れることになりました。 

山形市では、この制度を活用し、認知症の

発症と大きく関わる加齢性難聴の対策を介護

予防事業の重点施策として、力を入れていま

す。「山形市聴こえくっきり事業」です。 

当該事業は、山形大学医学部耳鼻咽喉統計

部外科学講座、山形市医師会、山形県言語聴

覚士会、日本補聴器販売店協会、ユニバーサ

ル・サウンドデザイン株式会社の医療・産

業・学会・官（行政）が連携し、普及啓発、

アプリによる早期発見、補聴器相談医による

診察や補聴器購入支援等の早期対応、補聴器

相談医や認定補聴器専門店によるフォロー

アップ、データ分析までの一連の事業をパッ

ケージ化して実施しているということでし

た。 

私は、昨年１２月議会で、加齢性難聴の専

門医での検査の無料化と補聴器購入の助成金

事業をセットにして取り組むべきと提案しま

した。補聴器購入までに、段階的にきめ細か

く補聴器の必要性と効果を認知することが必

要だと感じているからです。 
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自己判断で補聴器を購入したけれども、

ザーザー音がうるさくて使っていないという

方の声を数人お聞きしています。補聴器購入

に際しては、補聴器相談医師に気軽に診察し

てもらうことが重要だと思います。 

そこで、当該交付金を活用し、きめ細かな

対策に取り組むべきと考えます。当市の見解

を伺います。 

続きまして、行政問題の２点目、特別障害

者手当の周知について伺います。 

特別障害者手当とは、障害者手帳を持って

いなくても、精神または身体に著しく重度の

障害があり、日常生活に常時特別な介護が必

要な２０歳以上の人に、月額２万９,５９０円

が支給される国の制度です。 

対象は、特別養護老人施設を除く自宅での

介護、有料老人ホーム、サービス付き高齢者

住宅、軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅

介護事業所への入居者です。また、入院、老

人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療

院は３か月以内なら対象となります。 

介護には、お金がかかります。以前、有料

老人ホームに入所されている要介護５の高齢

者の身内の方から「病院に通う際の介護タク

シーの利用に１回２万円以上かかり、大変経

済的に苦しい」というお話を伺いました。そ

の方に、当該障害者手当の制度を紹介しまし

た。早速、障がい福祉課に申請、認定されま

した。大変喜んでいらっしゃいました。 

当該手当は、名称に障害という言葉が入る

ため、介護を受けている方々は対象にならな

いと誤解されている節があります。そのた

め、対象となる可能性の高い介護度３以上の

人が全国で１８４万２,０００人に対し、手当

の受給者は１３万６,０００人、７％程度にと

どまっています。もっとこの制度の周知と活

用を図り、少しでも経済的援助につなげるべ

きと思います。 

そこで、次の点について伺います。 

当該手当支給の対象となる可能性が高い要

介護度３以上の人数と受給者数、当市におけ

る制度の周知方法について伺いたいと思いま

す。 

以上をもちまして、壇上での一般質問を終

わります。御答弁をよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（加澤 明君） ただいまの奥本菜保

巳議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。 

 市長。 

○市長（小檜山吉紀君） おはようございま

す。 

ただいまの奥本議員御質問の基地問題の第

１点目、米軍三沢基地における訓練状況につ

いては私から、そのほかにつきましては政策

部長並びに健康福祉部長からお答えをさせま

すので、御了承願いたいと存じます。 

当市は、国から三沢基地で実施される訓練

の通告を受けた際に、訓練内容について丁寧

な説明を求めるとともに、訓練の通告等にお

ける情報は、できる限り速やかに情報提供す

るよう求めております。また、事案に応じて

基地安全対策連絡調整会議を開催し、関係機

関に要請するなど、適切に対処しているとこ

ろであります。 

４月及び５月に、三沢基地において発生し

ました米軍機のトラブルにつきましては、滑

走路の閉鎖により、民間機の引き返しや目的

地変更、さらには、欠航するといった影響が

出た旨の連絡を国より受けております。特に

今回は、大型連休中における乗客の移動に多

大な支障を来したところであります。 

当市といたしましては、今回のトラブルは

市民に大きな影響を及ぼしたものがあると重

く受け止めております。 

そのため、市民の皆様に大きな不安を与え

ないためにも、原因究明、速やかな情報提供

及び安全対策に万全を期すとともに、再発防

止に努めるよう、米軍や国に対し要請を行っ

たところであります。 

私からは、以上であります。 

○議長（加澤 明君） 政策部長。 

○政策部長（大塚勤光君） 基地問題の第２

点目、米軍以外の多国軍による自衛隊との共
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同訓練についてお答えいたします。 

日本が多国と締結する円滑化協定につきま

しては、主に共同訓練や災害支援などにおけ

る円滑な連携を目的として、自衛隊と外国の

軍隊が相互に相手国を訪問して協力活動を行

う際、その手続や法的地位などを定める協定

であるものと承知しております。 

当市では、国から三沢基地で実施される訓

練の通告を受けた場合に、その内容について

丁寧な説明を求めるとともに、訓練の通告等

における情報は、できる限り速やかに情報提

供するよう求めております。 

また、事案に応じて基地安全対策連絡調整

会議を開催し、関係機関に要請するなど、適

切に対処しているところであります。 

そのような中、今年４月には、一時的に豪

空軍機が三沢飛行場に飛来して活動する旨の

連絡を国より受けておりますが、基地外での

隊員の行動等については、情報提供がなされ

ておりません。 

当市といたしましては、こうした訓練が実

施されることにより、市民の皆様に大きな不

安を与えることのないよう、安全飛行はもち

ろんのこと、整備点検には万全を期し、絶対

に事故のないようにすること、航空機騒音の

縮減及び隊員の外出時における綱紀粛正など

について、その都度要請してまいります。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本京子君） 行政問題の

第１点目、介護福祉施策についてお答えいた

します。 

介護保険制度における介護保険保険者努力

支援交付金は、平成２９年の地域包括ケア強

化法の成立を踏まえ、令和２年度に介護予防

や健康づくり等に資する取組の強化・充実を

図ることを目的として創設され、保険者の取

り組むべき目標に関して、評価指標を設定

し、その評価結果に応じて交付されるものと

なっております。 

評価指標につきましては、目標項目とし

て、介護予防・日常生活支援の推進、認知症

総合支援の推進、在宅医療・在宅介護連携体

制の構築、高齢者の状況に応じた自立した日

常生活の四つに分類されており、今年度から

認知症総合支援の推進に難聴高齢者の早期発

見・早期介入に係る取組状況を評価する項目

が追加となっております。 

当市では、認知症総合支援の推進につきま

して、認知症の方々が地域で尊厳を持ち、そ

の家族が安心して生活できることを目標とし

て、現在、様々な施策を進めているところで

あります。 

近年、加齢による難聴は、生活の質の低下

や認知機能の悪化に影響を与えることが分

かってきており、介護予防や生活の質を維持

していくための重要な要素の一つとして、難

聴高齢者の早期発見と早期介入が挙げられる

ようになりましたが、本人や周囲の家族が気

づかないうちに進行してしまうことが多く、

適切な支援や受診につながりにくいといった

懸念も指摘されております。 

そこで、今年度から難聴高齢者への取組と

して、三沢市軽度・中等度難聴者補聴器購入

費助成事業を実施し、身体障害者手帳の交付

対象とならない聴力レベルが軽度または中等

度難聴者に対し、補聴器購入費の一部助成を

行っております。 

しかしながら、難聴高齢者の早期発見・介

入等については、現在のところ実施していな

いことから、先進事例などを参考にし、地域

の特性を勘案しながら早期に取り組むよう、

引き続き高齢者福祉の充実に向け努力してま

いりたいと考えております。 

以上でございます。 

続きまして、行政問題の第２点目、特別障

害者手当の周知についてお答えいたします。 

特別障害者手当は、２０歳以上で身体また

は精神に重度の障害が重複するなど、日常生

活において常時特別な介護を必要とする在宅

の方に対して支給され、障害者手帳を持って

いない場合でも同程度の障害が認定される場

合には、医師の診断書を基に審査を受け、受

給できる国の公的制度であります。 
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また、高齢者が介護認定を受け、要介護３

以上で同等の重度害障が認められ、申請要件

を満たした場合でも受給できる可能性があり

ます。 

当市におきましては、特別障害者手当の申

請は障がい福祉課、介護認定の申請は介護福

祉課とそれぞれ窓口が異なりますが、情報を

共有し、連携しながら対応しているところで

あります。 

また、高齢者が抱える複雑な相談に対応す

べく、介護福祉課に地域包括支援センターを

設置しているほか、居住する地域ごとに在宅

介護支援センターを４か所に委託し、総合相

談窓口を含め、包括的な支援を実施している

ところであります。 

御質問の要介護３以上の人数につきまして

は、令和７年３月末現在、７３０名が認定を

受けており、そのうち特別障害者手当を受給

されている方は１０名となっております。 

次に、特別障害者手当の周知につきまして

は、「障がい者のしおり」を窓口に設置し、

相談者に配布しているほか、市のホームペー

ジにも制度の内容や申請方法について掲載

し、周知しているところであります。 

今後につきましては、在宅高齢者やその家

族、支援事業所などへ、より一層周知を図る

べく新たな手法も検討しながら、申請手続が

円滑にできるよう改善してまいりたいと考え

ております。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 奥本議員。 

○１１番（奥本菜保巳君） 御答弁ありがと

うございました。 

それでは、通告順に再質問をさせていただ

きたいと思います。 

まず、基地問題の１点目、米軍基地におけ

る訓練状況についての再質問をさせていただ

きたいと思います。 

先ほども述べましたけれども、日本では、

近年の中国による、南シナ海への一方的な現

状変更の試み、地域の緊張を高める行動、私

ども日本の領土であります尖閣諸島。これは

日本の領土です。こういったところに大変危

険な試みといいますか緊張を高める行動が繰

り返されているというのは、私も承知してお

ります。また、海洋進出、インド太平洋地域

の安定強化のための戦略的抑止として進めて

いるわけです。 

日米軍事同盟、中国を念頭に日米軍事同盟

の強化。イギリス、オーストラリア、フィリ

ピンとも連携しながら、共同訓練・軍事拡大

を今進めています。 

これに連動して、三沢基地でも、他国軍に

よる自衛隊との訓練等、基地機能強化が進め

られていると私は思っています。 

しかし、先ほども様々、これまでも基地被

害に対して原因究明、速やかな情報提供、再

発防止を米軍、国に対し要請しているとおっ

しゃっていましたけれども、これは何度繰り

返されて解決していないわけですよ。 

このまま、何でも国の言いなり、米軍の言

いなりに進めていけば、受け入れていけば、

三沢市民に不利益となる基地被害が増幅され

るのではないかと私は懸念しています。 

市民にとって耐え難い事態が生じた場合、

訓練を拒否することも辞さないという構えを

取るべきだと思っています。 

過去には、先例があります。故鈴木市長

が、三沢基地での夜間離着陸訓練をやめさせ

たというお話を伺ったことがありました。そ

れ以降は、硫黄島で暫定的に訓練が行われて

います。今でも三沢基地は、硫黄島が悪天候

のときの予備施設に指定されていますが、訓

練は行われていません。 

市民の安心・安全を第一に考えれば、米軍

や国に対し、毅然とした対応を取ることが、

私は市民の生命・財産、安心・安全を守るこ

とにつながると思っています。 

先ほども言いましたけれども、今後もこう

いったことがあった場合に、先例に倣って厳

しく対応すべきだと思いますけれども、それ

についての見解をお願いします。 

○議長（加澤 明君） 政策部長。 

○政策部長（大塚勤光君） ただいまの奥本
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議員の再質問にお答えいたします。 

市民に対し、大きな不安とか損害を与えな

いように、米軍や国に対して厳しく対応すべ

きではないかといった再質問だと思いますけ

れども、当市といたしましては、これまでも

夜間訓練やデモフライト、そしてＦＣＬＰな

ど、これまでも市民に大きな影響があると思

われる訓練に対しましては、基地が所在する

自治体といたしまして、米軍や国に対して訓

練の中止を要請してきたところであります。 

今後におかれましても、そのような市民の

生活に大きな影響を与えたり、市民の生命・

財産、そして安全・安心を脅かすような事故

等が発生するおそれが少しでもあると考えま

したら、その都度、米軍や国に対して訓練の

中止を強く訴えていきたいと考えておりま

す。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 奥本議員。 

○１１番（奥本菜保巳君） 御答弁ありがと

うございました。 

これまでも中止を様々、国、米軍に対して

要請してきたということなのですけれども、

何か同じようなことが繰り返されていて、形

骸化しているなと感じています。 

やはりもっと強い態度で、毅然とした態度

で対応していかないと、本当に防げないと私

は思っています。ですので、引き続き、当市

に対しては、市民の命、そして安心・安全を

守るために、毅然とした態度で対応していた

だきたいと念を押しておきたいと思います。 

次に、基地問題の２点目、米軍以外の多国

軍による自衛隊との共同訓練について再質問

をさせていただきたいと思います。 

先ほども、他国軍、日本の場合はイギリ

ス、オーストラリア、フィリピンとの円滑化

協定を締結して、お互いに自衛隊、他国軍が

日本での訓練をするということなのですけれ

ども、その中で、やはり円滑化協定というの

が市民にもなじみがなくて、この内容はどう

いうものなのかなと。これは本当に三沢市民

にとって不利益に全くならないと言えるのか

ということを私は疑問に思っています。 

自国の運転免許証での運転を可能にすると

か、訪問した隊員が事件・事故を起こした場

合、公務中以外は受入れ国側が裁判権を持つ

とか、いろいろ日本にとって不利益になる。

実弾を入れた訓練だとか、この内容をきちん

と精査する必要があるのではないかなと思う

のです。 

イギリス、オーストラリア、フィリピンそ

れぞれに円滑化協定締結されていますけれど

も、その中身というのはどうなっているのか

なというのをつかむ必要があるのではないか

なと思います。それについて御答弁をお願い

します。 

○議長（加澤 明君） 政策部長。 

○政策部長（大塚勤光君） ただいまの奥本

議員の再質問、円滑化協定の内容をよく精査

して、市民にどういった影響を与えるのかと

いったことを検証していくべきではないかと

いった再質問にお答えしたいと思います。 

奥本議員おっしゃったとおり、円滑化協定

につきましては、まだ不透明な部分があると

私も思っておりまして、二国政府間で自衛隊

とその外国軍の相互の往来を円滑化するため

の協定であると理解しておりますが、地域の

影響として考えられるのは、訓練による騒音

問題や安全対策が不十分であると市民に対す

る安全面での懸念が生じるといった可能性が

ございます。 

また、訓練中の事故であるとか、訓練以外

でも市民を巻き込んだ事件や事故への両国の

法的な対応など、まだまだ円滑化協定の中で

は不透明な部分があると考えております。 

このようなことからも、現在、国が締結し

ておりますオーストラリアやイギリスとの円

滑化協定の内容を検証しながら、市民が安全

で安心して暮らせるように、今後、国に対し

て要望すべきことはその都度要望してまいり

たいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 奥本議員。 

○１１番（奥本菜保巳君） ありがとうござ
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います。 

市民に不利益のないように、しっかり検証

していくということが大事だと思います。 

私は、今回の訓練の強化とか一連の状況を

見ていますと、本当に大丈夫なのかなと思っ

ていて、中国に対する北朝鮮も含めて、それ

に対しての対応というか強化だと思うのです

けれども、今トランプ政権になって、防衛費

もＧＤＰの２％とか３％とか、アメリカ製の

兵器をたくさん購入しろとか、そんなことも

言われながら、中国を脅威としながら進めら

れているわけなのですけれども、こんなこと

をしていたら、国が自滅するのではないのか

なと私は思っていまして、その国の言いなり

になっていると、三沢市も市民の命を守れな

いし、三沢市が発展するどころか三沢市も一

緒に自滅するのではないかなということを私

は大変危惧しております。 

そういったところで、包括的に今の情勢を

しっかりとつかんで、どうやって三沢市民を

守るか、三沢を守るか。標的になったら困る

わけですから、そういった部分も含めて、

しっかりと検証していただくことが今求めら

れていると思います。 

次に、行政問題について再質問をさせてい

ただきたいと思います。 

まず、行政問題の１点目、介護福祉施策に

ついてお伺いしたいと思います。 

私も、今年度、当市が補聴器購入費助成事

業を実施するということは承知しておりま

す。事業費は７０万円で、片耳４万円という

補助なのだと思うのですけれども、１０人程

度見込んでいると伺っておりました。 

７０万円というのは、単費で、市の全額負

担になります。たった１０人程度と、かなり

少ない予算規模だなと思っています。 

私の周りには、聞こえが大変だという方々

がたくさんいまして、そういった方々が補聴

器を使わないで生活しているわけですね。な

ので、申込みがそんなにないからといって、

そういう対応ではなくて、聞こえで苦労して

いる方々、また認知症を減らすという視点

で、そういう姿勢で取り組んでいかなければ

ならないと私は思っています。 

今回、介護保険保険者努力支援交付金とい

うのを私は山形市の担当者の方に伺ったので

すけれども、これは交付金なので、補助金で

はないので、やり方によっては１００％補助

で。山形市はその補助金を活用して９００万

円の事業費というもので事業をやっていると

いうことだったのです。 

こういった国の交付金を活用して認知症予

防――そこに行き着くまでは、段階を経なけ

ればならないと思うのですね。補聴器の使用

によって機能低下を防ぐことができる。効果

は明らかになっています。なので、私は、こ

の取組、来年度の項目の申請というのは８月

だと伺っていました。今、行っている認知

症、介護予防の施策を見て、今後検証してい

くという御答弁をいただいたので、私は期待

しているのですけれども、山形市のような先

進的な自治体があるわけですから、こういう

取組が必要だと思うのですけれども、これに

ついて研究されてはいかがかなと思います

が、御答弁をお願いします。 

○議長（加澤 明君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本京子君） ただいまの

御質問にお答えいたします。 

交付金を充当するか否か、現在のところは

決まっていないところではありますが、現在

行われております各事業の優先度を精査して

検討してまいりたいと考えております。 

なお、追加項目である難聴高齢者の取組に

ついては、各教室や研修会で普及啓発、講演

会等で簡易検査とか補聴器の試聴体験など、

早期実施を図る予定でおりますので、御理解

いただきたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 奥本議員。 

○１１番（奥本菜保巳君） ありがとうござ

います。 

予算７０万円という補聴器購入助成では、

私は足りないなと思っています。もっと購入

できる方々の人数、予算規模を増やさなけれ
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ばいけないなと思っていますので、その辺も

考えていただければなと思います。 

次に、最後の質問ですけれども、行政問題

の２点目、特別障害者手当の周知についてな

のですけれども、周知徹底されるということ

で、今、受給されている人数も大変少なかっ

たなという印象を受けました。 

介護をしている人たちというのは、入所で

も、自宅で介護していても、本当にお金がか

かるのですね。高齢者の方は年金暮らしです

から、家族が助けなければならないという方

もいらっしゃいます。 

そうした中で、２万９,０００円、ちょっと

ですけれども、これは「大変助かる」という

声があったのです。なので、どんどん広げて

いただきたいなと思っているのです。 

周知方法なのですけれども、三沢ではあり

ませんけれども、他の自治体でのケースで

は、この制度自体があまり認知されていない

というか、知られていないということで、申

請しても、担当者の人が「多分これ受けられ

ないと思いますよ」という話をしたり、病院

の先生が「何だ、これは」と診断書を書いて

もらえなかったりと、実際、受ける側がこの

制度を認知していない、知らないということ

で。なかなか手当の受給までには、進んでい

ないという情報があったわけなのです。 

そこで、周知については、手当を受けられ

る可能性のある方々に、この制度があるよと

いうことだけではなくて、病院の担当者とか

診断書を書く医師、ケアマネージャー、今既

にやっていらっしゃると思うのですけれど

も、介護福祉課、障がい福祉課の窓口の職員

といった方々にも、この制度をしっかり理解

していただいて、その方が受けられるように

助けてあげるという気持ちで対応するべきだ

と思うのですけれども、こういった方々への

周知についての答弁をお願いします。 

○議長（加澤 明君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本京子君） ただいまの

御質問の特別障害者手当の周知方法について

お答えいたします。 

特別障害者手当は、障害者の方々が生活を

安定させるために支給される重要な制度であ

ります。医師は申請に必要となる診断書を作

成し、ケアマネージャーは制度の利用がス

ムーズに行えるよう支援する役割を担ってお

ります。 

制度の理解不足が原因で、適切な診断書が

作成されなかったりすることのないよう、三

沢地区医師会への協力要請をはじめ、福祉関

係機関への公的制度の周知など、より多くの

方々が特別障害者手当を適切に利用できるよ

う努めてまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 以上で、奥本菜保巳

議員の質問を終わります。 

それでは、市政に対する一般質問を次に移

ります。 

遠藤泰子議員の登壇を願います。 

遠藤議員。 

○８番（遠藤泰子君） かがやきの遠藤泰子

でございます。 

通告に基づきまして、財政の健全化、人事

行政、道路行政、教育問題の４点を順に質問

いたしますので、よろしくお願いいたしま

す。 

２０２５年５月２３日に公表されました総

務省統計局による消費者物価指数によります

と、総合指数では、２０２０年を１００とし

て１１１.５、前年同月比では３.６％の上昇

とのことであります。 

また、日本銀行による経済・物価情勢の展

望においては、生鮮食品を除く消費者物価指

数は、２０２５年度は２％台半ば、２０２６

年度は２％程度の上昇率で推移する見通しで

あるとのことでありました。 

私たちの日常生活においても、様々な物の

価格が上昇し、それぞれの家庭においては、

削るものは削りながら生活していくための対

策をされているものと思います。 

この状況を三沢市役所に置き換えますと、

人口減少と少子化、高齢化が進み、税収など

の歳入が伸び悩む中、物価高騰に伴う経費の
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増大が加わり、当市の財政状況はこれまで以

上の厳しさを増すものと危惧しております。 

基金残高の減少と起債が増加する状況の

中、特に人件費の増加や施設管理費の上昇に

対する経費の圧縮は危機感を持って早急に取

り組むべきではないでしょうか。 

歳入確保と歳出の見直しの徹底にしっかり

と取り組んでいただきたいと思います。 

今回の財政健全化の質問につきましては、

歳出の見直し方法について、３点質問いたし

ます。 

１点目は、ビルド・アンド・スクラップの

徹底についてであります。 

これまでもスクラップ・アンド・ビルドを

進めてこられたものと理解しておりますが、

社会情勢の変化とともに、市に対する行政需

要が複雑化、高度化していく、見通しづらい

先行きの中、これまでのスクラップ・アン

ド・ビルドの手法では、既存の事業の見直し

が進まず、時代が要請する新たな事業に予算

を振り分けることができなくなるものと思っ

ています。 

事業効果、市民ニーズの変化など、状況に

応じて事業の優先順位の最適化を目指すべき

と思います。どの事業を削るかではなく、既

存の事業を含めて、事業の優先度、重要度、

将来性などを主眼に置いた事務事業の見直し

が必要ではないかと思います。 

スクラップが先ではなく、何が必要なの

か。ビルドが先です。ビルド・アンド・スク

ラップなど、今後における当市の事務事業の

見直しの取り組み方について伺います。 

次に、行政事業レビューの導入についてで

すが、ビルド・アンド・スクラップを進める

上で必要となるのが、既存の事業の総点検で

す。これは、単に事業をやる、やらないの選

択ではなく、ＰＤＣＡサイクルを機能させる

ためでもあり、事業の優先度の公差ととも

に、実施手法の改善、業務の効率化にもつな

がっていくと考えられ、その検証結果をビル

ド・アンド・スクラップに反映させていくこ

とが重要であると思っています。 

行政事業レビューの実施について、市の見

解をお伺いいたします。 

次に、施設管理に係る施設別セグメント分

析についての質問ですが、令和５年６月、総

務省自治財政局から施設別セグメント分析の

促進についての資料が出されております。 

施設別セグメント分析は、公共施設等総合

管理計画の策定及び見直しなど、公共施設マ

ネジメントに有効とされており、事業別施設

別のセグメント分析を行うことにより、効率

的・効果的な対策の検討を可能にするもので

あります。 

さらに、地方公会計と公共施設の適正管理

をリンクさせることにより、公共施設マネジ

メントをより効果的に推進することが可能と

なるとのことであります。 

当市においても、今年度、新たに管財課に

公共施設マネジメント係を新設し、本格的に

進めていくものと思いますが、セグメント分

析について、これまでの実施状況を伺いま

す。 

次に、人事行政の質問となります。 

「企業は人なり」。かつて経営の神様とた

たえられた松下幸之助氏の言葉であります。

企業の継続的な成長のためには、優秀な人材

の採用・育成が必要不可欠であり、よい仕組

みがなければ、人を生かすことができないの

であります。人材育成の取組を軸に、何点か

お伺いします。 

地方公共団体における人事評価の効果につ

いては、人材育成とモチベーションの向上、

行政サービスの向上、コミュニケーションの

促進、人事配置、業務分担の適正化など、メ

リットがあるとされており、当市においても

取り組まれているものと理解しています。 

人事評価については、適切か否かが非常に

重要であり、形式だけの人事評価であれば全

く意味がなく、職員の士気が上がらず、組織

の活性化にならなければ、行政サービスの向

上にもならない。結果、自治体間競争に遅れ

ていくということになります。 

また、評価方法の適正化については、部署
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ごとに職務内容が異なるほか、全体では多く

の評価者がいることから、評価の平準化が困

難であるなどの課題があるのではないかと推

測しております。 

当市においては、今年度、人事戦略係が新

設されましたが、職員の意欲向上、スキル

アップ、適切な人事配置を目指すためにも、

全部署において適切に評価されることが重要

であり、評価誤差を縮小させるために、評価

者訓練や人事評価研修などの対策が必要であ

ると思います。 

三沢市役所という組織が意欲を持って勤務

し、活性化するような適切な人事評価となっ

ているのか、人事評価の現状について伺いま

す。 

次に、昇任試験についての質問ですが、当

市においては、以前は他自治体に先駆けて管

理職昇任試験を実施し、その後、係長昇任試

験に変わり、現在は実施していないものと認

識しております。 

職務が複雑化・高度化する中にあって、人

件費の抑制を図りつつ、一人一人の職員のス

キルアップがまずもって必要であると思いま

す。職員個々の能力差が自治体間格差にもつ

ながっていることから、職員研修のみなら

ず、昇任試験を契機とした自己研さんによる

スキルアップがさらに重要性を増すものと思

います。 

今後、公平で明確な評価基準を設定した上

で、実践的な試験形式も取り入れるなど、以

前よりもバージョンアップさせた昇任試験を

実施する考えはないかについてお伺いしま

す。 

次に、ジョブローテーションについての質

問ですが、地方自治体職員、特に市民に一番

近い市の職員は、市民からの行政全般にわた

る幅広い知識と経験が必要であると思いま

す。 

このことから、人事異動や担当替えなどに

より、適材適所を目指しながらも、市職員と

しての個々の能力アップを目指して配置して

いるものと推察しております。 

特に、若手職員においては、行政に関する

幅広い知識を取得するスキルアップの観点か

らのジョブローテーションも重要ですし、一

定の経験を積んだ職員においても、部署ごと

のスペシャリストを配置する観点から、人事

異動の周期を長めにしていくなどの工夫が求

められていくものと思っています。 

当市における人材育成及び組織力向上に向

けたジョブローテーションの考え方について

伺います。 

次に、職員研修についての質問ですが、当

市においては、現在、青森県自治研修所にお

ける研修など、各種の研修を実施しているも

のと思います。職員研修は非常に重要である

ことから、集合研修のほか、しっかりとした

ＯＪＴを行うことも重要です。 

当市においては、ぜひとも職員一人一人が

自らスキルアップを目指す職場風土をつくり

上げ、他市に勝る市役所となってほしいと

願っています。 

現状において、県内の他市と比較し、研修

内容は充実していると考えているのか、伺い

ます。 

次に、先進地視察研修についての質問です

が、これまで私は、議員活動を通して先進的

取組をしている多くの自治体を見てまいりま

した。いつも感じることは、職員の皆さんも

先進的取組について、先進地に赴き、肌で感

じ、考え方、手法など、情報収集に努めて、

積極的に当市の施策に取り入れてほしいとい

うことです。 

地方行政の世界は、民間企業のような企業

秘密というものがありません。よい事業を公

開し、メリット・デメリットを教示してくれ

ます。よい手本があるならば、積極的に活用

すべきと思います。 

先進地を視察することは、単に事業や施策

を参考にするだけではなく、インターネット

だけでは分からない、事業化に至った経緯、

取り組み方、担当職員の考え方など、先進自

治体ならではの職員スキルについて学ぶ機会

にもなるものと考えています。 
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このことから、職員の先進地視察研修を充

実化させる考えはないか、伺います。 

次に、道路行政への質問となります。 

春になり、市内の道路の至るところに交通

の妨げになるほどの穴ぼこや、ひび割れが見

受けられます。いつ直るのかと見ておりまし

たが、なかなか直りません。 

道路修繕については、市民からの情報など

を基に随時補修していると推察しております

が、補修までの時間が遅く、事故にもつなが

りかねない危険な箇所さえあります。時間が

かかる要因として、場所が特定できないの

か、あるいは補修に時間がかかるのかは分か

りませんが、少し遅過ぎると思います。 

道路修繕の業務において、早期発見、早期

補修という考え方はないのかもしれません

が、インターネット上でほかの地域の情報を

見ますと、市民からのスマホ情報を活用した

り、ドライブレコーダーからの映像を解析し

補修につなげる試みも見受けられました。 

様々な手法があるかと思いますが、官民連

携のＤＸ化を進め、道路補修のスピードアッ

プ化を図っていく考えはないか、伺います。 

次に、教育問題、教員の働き方改革に関す

る質問となります。 

文部科学省は、２０１９年に公立学校の教

師の勤務時間の上限に関するガイドラインを

策定しました。 

教員の働き方改革のポイントとして、業務

改善方針の策定、学校運営体制の見直し、教

員業務の軽減や分散、削減できる業務の洗い

出しなどが示されております。 

他自治体の取組事例も紹介されており、全

国的にも進められていると思いますが、当市

においてはどのような状況であるのか。学校

現場が多忙化する中、市内の小中学校の働き

方の現状と改善のための取組について伺いま

す。 

次に、定年延長や再任用の教員の指導主事

等への活用についての質問です。 

令和４年１月、文部科学省初等中等教育局

から、公立学校教員の再任用の現状と、高齢

期の教員に期待される役割について示されて

おります。 

その内容といたしましては、定年前に培っ

た高い指導力等を生かして、若手教員等への

指導的役割などが紹介されており、活用事例

として、指導担当教員や教育委員会の指導主

事、若手教員の相談役などが期待されている

との内容でありました。 

学校現場では、教員の過重業務対策とし

て、働き方の改善が求められる中、八戸市で

行われているように、学校現場においては現

職の教員を増やし、再任用等教員は教育委員

会の指導主事として培った経験と指導力を生

かしてもらうことが効果的な学校運営につな

がるものと考えております。 

教育委員会の見解についてお伺いします。 

最後に、学校警備員の配置についての質問

です。 

５月８日、立川市の小学校で、男２人が２

年生の教室に進入し、教員を暴行、教職員５

人がけがをするという事件が発生いたしまし

た。マニュアルに沿った対応がなされたとの

ことでありますが、見回りを強化するなどの

新たな対策が取られているとのことでありま

す。 

新たな対策を取るということは、すなわち

教員に新たな負担を強いることになり、児

童・生徒に対する細やかな対応をさらに進化

させなければならない状況の中、教員の業務

を減らすタスクシフトも必要ではないかと思

います。 

学校警備員を配置することは、不審者への

犯罪抑止力となるとともに、登下校の交通安

全や学校施設管理の充実などにも効果がある

ものと考えられ、教員の業務負担軽減に大き

く貢献することにもなると思います。 

このことから、学校警備員の配置について

の見解を伺います。 

以上で、壇上からの質問を終わります。御

答弁よろしくお願いいたします。 

○議長（加澤 明君） ただいまの遠藤泰子

議員の質問に対する当局の答弁を求めます。 
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 市長。 

○市長（小檜山吉紀君） ただいまの遠藤議

員御質問の行政問題の財政の健全化について

の第１点目、ビルド・アンド・スクラップの

徹底を図るべきと思うが、今後の取組につい

ては私から、そのほかにつきましては教育長

並びに担当部長からお答えをさせますので、

御了承を願いたいと思います。 

当市の財政状況が厳しさを増していく中に

おいて、新たな政策課題の解決に向け、やる

べきことを明確化し、その効果を既存事業と

比較した上で、優先順位の低いものを見直す

ビルド・アンド・スクラップは、有効な手法

の一つと考えております。 

これまでの予算編成では、各課において事

業の必要性や費用対効果等を勘案しながら、

スクラップ・アンド・ビルドを基本に予算を

要求するとともに、国・県補助金等の歳入確

保にも取り組んでおります。 

しかしながら、近年の急激な人件費の増加

や物価高騰などによる各種経費が増加してい

る中で、これまでどおりの新たな事業の展開

は難しくなってくるものと考えております。 

このことから、今後におきましては、課単

位だけではなく、同じ政策の分野の中で、社

会経済情勢や市民ニーズの変化に応じた優先

順位の見直しを推進し、持続可能な財政運営

が図られるよう取り組んでまいりたいと考え

ております。 

私からは以上であります。 

○議長（加澤 明君） 財務部長。 

○財務部長（伊澤 徹君） 行政問題の財政

の健全化についての第２点目、行政事業レ

ビューを行うなどの手法についてお答えいた

します。 

行政事業レビューについては、国の各省庁

が自ら事業の進捗や効果の点検を行い、事業

の見直しにつなげるとともに、その点検結果

を予算の概算要求や執行に反映させるものと

なっております。 

当市では、各課において事務事業の必要性

や費用対効果等を勘案しつつ事業の実施をし

ており、また、翌年度の予算編成において

は、実績等を確認しながら事業内容の見直し

や経費の精査等を行っております。 

しかしながら、今後とも厳しい財政状況が

見込まれる中で、事業内容の見直しや経費の

精査だけでなく、社会経済情勢や市民ニーズ

の変化に応じ、優先順位の見直しを推進して

いくことが重要であると考えております。 

このことから、国の行政事業レビューや他

自治体の手法などを参考に優先順位の見直し

を推進し、適切な予算配分に努めてまいりた

いと考えております。 

財政健全化の第２点目については、以上で

ございます。 

次に、財政健全化についての第３点目、施

設管理維持費の圧縮を図るための施設別セグ

メント分析の実施状況についてお答えいたし

ます。 

施設別セグメント分析は、公共施設などを

対象に、施設ごとのコストや利用状況などを

分析し、改善策を見つけるための分析手法

で、効果的な施設運営や公共施設の維持管理

費の削減につながるとされております。 

このため、令和５年６月に総務省自治財務

局がその促進について発表いたしましたが、

全国自治体における導入状況については、ま

だ全体の１割程度で、少しずつ浸透し始めて

いるといった状況でございます。 

当市の状況でございますが、将来に向けた

公共施設の在り方に関する基本方針を示す三

沢市公共施設等総合管理計画を平成２９年３

月に策定し、令和４年３月に改定したところ

でございます。 

先ほど申し上げました総務省による施設別

セグメント分析の促進につきましては、令和

５年６月に発表されたこともあり、現行の公

共施設等総合管理計画については、施設別セ

グメント分析の活用はされていない状況にご

ざいます。 

また、施設別セグメント分析は、様々なメ

リットがあるとされている一方、実施実例が

少ないため、慎重に検討していく必要がある
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と考えております。 

このため、全国の先進地事例をもとに、周

辺自治体の取組状況等も注視しつつ、引き続

き調査・研究をしてまいりたいと考えており

ます。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 総務部長。 

○総務部長（田中 浩君） 行政問題の人事

行政についての第１点目、人事評価制度が全

部署において適切に行われているかについて

お答えいたします。 

地方公務員の人事評価は、平成２６年の地

方公務員法改正により、平成２８年４月１日

から実施が義務づけられており、当市におい

ても、三沢市職員人事評価実施要綱を制定

し、法律の施行に合わせて実施してきており

ます。 

人事評価の実施に当たっては、制度の運用

に合わせて人事評価に関する研修を実施し、

その後、新たに管理職になった職員を対象と

して人事評価初任者研修を実施しておりま

す。 

また、評価に当たっては、まず職員の自己

申告に対して面談を実施し、第１次評価者、

第２次評価者、調整者の３段階を経て決定し

ているところであり、第１次評価者が評価

し、その後、第２次評価者が第１次評価者の

評価について不均衡がないか審査及び調整を

し、その後、調整者が第２次評価者の調整内

容について審査を行うことで決定してござい

ます。 

また、評価結果につきましては、職員と面

談を行って、開示するとともに、指導及び助

言を行っております。 

御質問の人事評価制度が全部署において適

切に行われているかにつきましては、先ほど

御答弁申し上げました評価者に対しての研修

や、評価の審査及び調整によって適切に行わ

れていると考えておりますが、より職員が満

足し納得できる人事評価制度となるよう、評

価者としての訓練のみならず、管理職のマネ

ジメント力向上のための研修を実施してまい

りたいと考えております。 

人事行政についての第１点目は、以上でご

ざいます。 

次に、人事行政についての第２点目、昇任

試験を復活させる考えはないかについてお答

えいたします。 

職員の昇任試験につきましては、平成８年

度に部長級、あるいは課長級へ昇任させるた

め、管理職員昇任選抜試験を実施しておりま

した。その後、受験者数の低下等の理由か

ら、平成１９年度に係長昇任試験として制度

を改正し実施してまいりましたが、職員の年

齢構成や経験年数別の構成、受験者対象者数

の減少などの理由により、受験者数が減少し

たことから、令和３年度に廃止するに至って

おります。 

御質問の昇任試験を復活させる考えはない

かについてでございますが、昇任試験制度を

廃止して、まだ４年程度の過程でありますこ

とから、昇任試験の復活や導入については、

検討に至っていない現状でございます。 

しかしながら、能力のある優秀な職員や意

欲のある職員をより重い職責のポストに登用

することは、職員の能力の新たな伸長や拡大

を促すことに加え、組織の活性化にもつなが

るなど、効果が期待されると考えておりま

す。 

今後におきましても、年功序列の組織では

なく、能力・実力・意欲のある職員の処遇を

適切に反映する人事戦略の在り方を検討して

まいりたいと考えております。 

人事行政についての第２点目は、以上でご

ざいます。 

次に、人事行政についての第３点目、ジョ

ブローテーションの考え方についてお答えい

たします。 

職員のジョブローテーションは、多くの職

場を経験し、幅広い知識を身につけることに

より、職員の能力を多面的に開発し、人的

ネットワークの形成や組織の活性化につなげ

ることが目的であり、さらには、担当する職

員が変わることによって、これまでの業務の
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進め方や在り方を見直す機会になるものと認

識してございます。 

また、職員の自発性を重視する目的とし

て、職員一人一人から業務適正、異動希望及

び自己の能力活用、または能力開発に関する

本人の意見を述べてもらうための職務希望申

告制度を採用し、実施してございます。 

職務希望は、多様な業務の経験を希望する

職員や、スペシャリストとして業務の専門性

を高めていきたい職員など、多種多様でござ

います。 

これらの希望はできるだけ尊重するように

しつつも、異動によって事務が停滞すること

のないよう、組織全体のバランスや各部長等

からの意見、これまでの業務経験、適正等を

踏まえて人員配置を決定しているところでご

ざいます。 

今後におきましても、定期的なジョブロー

テーションを継続することで、仕事を通じた

成長の機会を提供し、キャリア形成を促進す

るとともに、職員同士の連携を深めることで

業務を円滑にし、組織全体の力を底上げして

まいりたいと考えております。 

人事行政についての第３点目は、以上でご

ざいます。 

次に、人事行政についての第４点目、職員

研修は充実していると考えているかについて

お答えいたします。 

地方公務員の職員研修は、地方公務員法第

３９条の規定により、職員にはその勤務能率

の発揮及び増進のために研修を受ける機会が

与えられなければならないと定められおり、

当市においても、毎年見直しを行いながら、

三沢市職員研修計画を策定し、職員研修を実

施しているところでございます。 

当市の職員研修は、先ほど議員からもお話

がありましたように、青森県自治研修所や総

務省自治大学校、市町村職員中央研修所、通

称は市町村アカデミーと呼んでいますが、こ

の中央研修所など、研修専門施設において実

施される派遣研修のほか、外部講師を当市に

招いて実施する内部研修などを計画し、実施

しております。 

また、上十三・十和田湖広域定住自立圏の

市町村で構成する人材交流ワーキンググルー

プにおいて、年１回研修に関する意見交換を

実施してきております。 

このほか、職員研修担当者は、圏域市町村

で開催される研修へ参加し、どのように研修

を実施しているのかなど調査・研究し、行政

が抱える喫緊の課題に対する効果的な研修を

検討しているところでございます。 

御質問の職員研修は充実していると考える

かにつきましては、当市の研修規模が県内多

市の研修実施状況と比べて遜色なく、また、

研修受講者の満足度やニーズを図るために実

施している研修受講後のアンケートでも「大

変参考になった」、｢振り返りになった」と

いった声が多数あることから、充実している

ものと考えております。 

加えて、研修の心得として、職員研修受講

者の研修で得た知識や情報を所属部署で共有

することとしており、組織力の向上につな

がっているものと考えてございます。 

今後におきましても、職員研修に対する職

員のニーズを捉えて、これまでの研修内容を

ブラッシュアップしながら、組織全体の意識

向上を図るべく、職員研修の充実に向けて努

めてまいりたいと考えております。 

人事行政についての第４点目は、以上でご

ざいます。 

最後に、人事行政についての第５点目、先

進地視察研修の実施に係る考えについてお答

えいたします。 

先進地視察は、幅広く情報収集できるほ

か、新しい発見や課題の解決に向けた柔軟な

発想が生まれてくるなど、職員の資質向上と

いった人材育成の側面が期待されているとこ

ろでございます。 

昨今では、ウェブ会議等により現地に足を

運ぶことなく情報収集が可能でありますが、

現地に赴く研修はオンラインでは得にくい実

践的な知見や、職員の意識変化をもたらす貴

重な機会であり、また、現地担当者とのつな
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がりを通じて、継続的な情報交換や助言が得

られるなどの利点もあるものと考えておりま

す。 

先ほど、第４点目で御答弁申し上げました

三沢市研修計画では、基本方針として、自分

自身で考え、調査し、行動する職員となる仕

組みを構築するため、様々な研修の機会を提

供し、組織全体の意識向上を図っていくと掲

げてございます。 

先進地視察を通じて得る知見や気づき、意

識の変化は、人材育成を推進するための手法

として有効であると考えられることから、今

後におきましては、職員研修の一環として先

進地視察研修を取り入れてまいりたいと考え

ております。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 建設部長。 

○建設部長（角 貴浩君） 行政問題の第３

点目、道路行政のＤＸ化についてお答えいた

します。 

当市では、道路の劣化状況を事前に把握す

るため、これまでも民間の技術を活用した調

査を実施し、効率的な修繕計画を立てるため

の基礎資料として、道路のひび割れ状況やわ

だち掘れ、また道路下の空洞化などのデータ

等を収集してまいりました。 

道路の異常に対しては、職員のパトロール

や市民からの電話による通報、さらには、三

沢市公式ＬＩＮＥによる情報を基にその都度

現地対応をしてきたところであります。 

御質問の道路行政のＤＸ化につきまして

は、近年ドライブレコーダーやスマートフォ

ンなどのカメラ機能により、収集した画像

データをＡＩで解析し、道路の異常を記録・

管理するデジタル技術が開発され、全国的に

も官民連携による実証実験が行われていると

ころであります。 

また、青森県においても、走行映像からＡ

Ｉを用いて道路の点検業務を行うデジタル技

術を活用する取組が本格導入されておりま

す。 

このような背景を踏まえ、当市といたしま

しても、道路行政のＤＸ化の推進は、道路の

安全対策の効率化を図る上でも大変有効なも

のと捉えており、まずは、既に導入されてい

る青森県や実証実験を行っている他自治体の

取組を調査・研究してまいりたいと考えてお

ります。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 教育長。 

○教育長（山内康之君） 教育問題の市内小

中学校の運営状況についての第１点目、教員

の働き方改善のための現状と取組についてお

答えいたします。 

当市における教員の働き方の現状について

は、令和６年度における１か月の時間外勤務

が４５時間を超える教職員の割合が、中学校

では全体の４割程度、小学校では全体の２割

程度となり、前年度と比べ、中学校では変わ

らないものの、小学校においては１割程度減

少しております。 

これは令和２年３月に策定した「三沢市教

育委員会 学校における働き方改革プラン」

を基にした様々な取組による効果と考えてお

ります。 

しかしながら、全体の２～５％程度である

とはいえ、１か月の時間外勤務が８０時間を

超える教職員が依然としてなくならないとい

う状況でもあります。 

その主な要因として、中学校における部活

動指導、いじめや不登校、ＳＮＳトラブルな

どを中心とした生徒指導事案の対応などが考

えられ、働き方改善における喫緊の課題であ

ると認識しております。 

この課題に対し、教育委員会では、学校の

裁量や努力による改善だけに任せることな

く、これまで進めてきた人的配置の拡充や事

業の見直し、健康管理体制の整備など、様々

な取組を行ってまいりました。 

さらに、今年度は、中学校における部活動

指導員の配置の拡充、部活動の段階的地域展

開を目指した計画の作成、市内全ての小中学

校で勤務時間終了後のメッセージ電話の運

用、ＳＮＳトラブルの未然防止やトラブル発
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生時の三沢警察署との連携の在り方について

検討しているところであります。 

教育委員会として、教職員の長時間勤務を

是正し、教職員が児童・生徒に向き合う時間

を十分に確保するとともに、良好なワーク・

ライフ・バランスを充実させられるよう、今

後、引き続き努めてまいりたいと考えており

ます。 

教育問題の第１点目、教員の働き方改善の

ための現状と取組については、以上でござい

ます。 

次に、教育問題の市内小中学校の運営状況

についての第２点目、定年延長や再任用の教

員の指導主事等への活用についてお答えいた

します。 

教職員の定年については、地方公務員法の

改正により令和５年４月から段階的引上げが

始まっており、令和１３年度をもって６５歳

になることとなっております。 

併せて、青森県では、校長、教頭などの管

理監督職の職員は、６０歳に達した年度の末

日で役職定年となり、翌年度からは教諭とし

て勤務する役職定年制をとっております。 

この定年引上げに伴い、今後、豊富な経験

と専門的な知識を持った６０歳以上の管理監

督職を終えた教諭を指導主事として活用する

ことは、若手から中堅までの幅広い教員への

指導や助言に寄与すると推察されておりま

す。 

今後、定年引上げに係る再任用の教員の指

導主事等としての任用について、県教育委員

会や他市町村教育委員会の状況、校長会の意

向等を含め、調査・研究に努めてまいりま

す。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 教育部長。 

○教育部長（岡部章典君） 教育問題の市内

小中学校の運営状況についての第３点目、学

校警備員の配置についてお答えいたします。 

先日の立川市における小学校不審者侵入事

件を受け、教育委員会並びに市内各学校にお

きましては、不審者対策を今まで以上に強化

していかなければならないと感じているとこ

ろでございます。 

事件後の対応といたしましては、一部の学

校で不審者対策訓練を行ったほか、学校との

協議の中で、まずは教職員の意識対策とし

て、学校の危機管理マニュアルの再確認を行

いました。これにより、防犯意識の向上や体

制の整備、状況に応じた的確な対応を想定

し、犯罪を未然に防ぐための取組を継続して

いるところでございます。 

また、施設整備としては、玄関の電子ロッ

クや監視カメラの見直しと強化を行うととも

に、現在配備されております、さすまたをは

じめとする防犯用備品の再検討を進めている

ところでございます。 

このように、様々な防犯対策が考えられる

中、学校警備員の配置についても対策の一つ

として、学校側の意見も取り入れながら、引

き続き、総合的に検討してまいりたいと考え

ております。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 遠藤議員。 

○８番（遠藤泰子君） では、何点か再質問

させていただきます。 

財政の健全化については、市長、伊澤部長

がしっかりと前向きに、なおかつ慎重に検討

していただけるという答弁がありましたの

で、再質問はございません。 

壇上でも申し上げましたとおり、現時点に

おいて、当市の財政については非常に厳しい

状況で、そして危機感を持って早急に取り組

むべき場面であると思っています。しっかり

と取り組んでいただきたいと思います。 

行政問題の２点目、人事行政についてでご

ざいます。 

総務部長より、様々な内容についてしっか

りと行っている状況は理解させていただきま

したが、まず１点目についての再質問をさせ

ていただきます。 

人事評価の際、個人の自己申告とか、２

次、そして評定という形で行われているとい

うことではありますけれども、人事評価の評
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価が落ちやすいエラーとしては、評価結果が

中央に集まるという傾向がありまして、これ

は評価に自信がないとか、部下の能力や実績

を的確に把握していないとか、また、２次の

審査する場合に評価に差をつけることで部下

から嫌われたくないという心理作用が働くこ

とが起こることもあるそうです。 

当市においては、先ほど答弁もあったとお

り、適正化に努めているとは思いますが、中

心化傾向とならないのか。現状で再質問した

いと思いますが、よろしくお願いします。 

○議長（加澤 明君） 総務部長。 

○総務部長（田中 浩君） ただいまの再質

問にお答えいたします。 

評価結果が中心部に、Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

というような５段階評価になりますけれど

も、Ａ・Ｂに偏りが出るのではないかという

ような御質問だと思います。 

確かに、おっしゃるように、中位に結果と

して約９８％がこの部分に合致されることに

なってございます。 

おっしゃるように、評価する上でＣとかＤ

になった場合に、果たしてどうなのかという

ような気持ちも確かにあろうかと思います

が、そこは適正に評価できるように、先ほど

も御答弁申し上げましたように、研修を通じ

て適正に評価できるような体制、それから

我々も、一定の評価をする２次評価者、調整

者も含めてしっかりと勉強しながら、そうな

らないように努めてまいりたいと考えてござ

います。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 遠藤議員。 

○８番（遠藤泰子君） ありがとうございま

す。 

様々、基準のような、しっかりとしたもの

を持って評価していただきたいなと思いま

す。再々質問はございません。 

人事行政についての２点目なのですけれど

も、今のところ、廃止してから４年程度で、

検討していないということでありました。 

やったほうがスキルアップにつながるの

か、やらなくてもスキルが上がっているのか

というところは、どの辺で評価する予定で

しょうか。再質問させていただきます。 

○議長（加澤 明君） 総務部長。 

○総務部長（田中 浩君） ただいまの再質

問にお答えいたします。 

昇任試験については、先ほど御答弁申し上

げましたように、いろいろな要素があって令

和３年度に廃止したことになりますけれど

も、実力とか、いわゆる意欲があることを把

握するために、人事評価でも業績評価と能力

評価という二つの評価がございます。 

業績評価というのは、基本的にその業務の

中での三つを目標に立てて、それが実際どこ

までできたのかというような評価です。もう

一つ能力評価につきましては、標準職務遂行

能力という区分がございますので、そこは職

位に合わせた能力の部分になりますので、そ

こも見極めながら、適切に対処していきたい

と考えてございます。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 遠藤議員。 

○８番（遠藤泰子君） ありがとうございま

す。 

職員のスキルアップにつながるような方向

で進めていただきたいと思います。再々質問

はございません。 

次に、人事行政の３点目、ジョブローテー

ションについての再質問になります。 

市役所職員は、最低限の知識は習得してお

くべきと思っています。特に市民から質問さ

れることの多い、税金に関すること、福祉に

関することなどは、市民生活の基礎であり、

全ての市職員にとって必須の知識だと思って

います。 

若手職員には、本人の希望とかいろいろあ

るということも聞いていますが、１回は配置

させるべき必要があるものだと考えておりま

すが、ジョブローテーションの取組について

の考えを再質問させていただきます。 

○議長（加澤 明君） 総務部長。 

○総務部長（田中 浩君） ただいまの再質



 

 

― 27 ― 

問にお答えいたします。 

ジョブローテーションの考え方ということ

で、御答弁申し上げましたけれども、議員か

らお話のあった、例えば税務課や福祉分野、

ここは確かにおっしゃるように、専門的な知

識が必要になる部分になりますので、ある程

度の年数は必要だと考えてございます。 

特に若い職員に関しては、いろいろな課を

異動して、いろいろな考えを取得するような

ローテーションの考え方になっていますが、

おっしゃるような専門分野については、例え

ば３年のところを４年にするとかといった取

組はしているところでございます。 

あと、ローテーションの目的として、やは

りいろいろな業務を経験することで、様々な

スキルアップとか能力開発というのは促進さ

れると思いますので、そういった人材育成の

部分、あるいは複数の部署を経験すること

で、組織の業務内容や業務環境が俯瞰される

ということもございます。 

さらには、異なる業務を調整することで、

新たな視点やアイデア等も出てくると思いま

すので、それが職員のモチベーションにつな

がると考えてございますので、そこは戦略を

持って人事配置に努めてまいりたいと考えて

ございます。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 遠藤議員、持ち時間

終了５分前です。よろしくお願いします。 

 遠藤議員。 

○８番（遠藤泰子君） それでは、行政に関

しては、再々質問はありません。 

教育問題の２点目になるのですが、再任用

等の職員の指導主事の活用についての再質問

になります。 

先ほど教育長より、定年延長とか役職定年

とか、いろいろな今の制度に係りながらやっ

ていますというお話があったかと思います

が、当市の場合、いろいろな事情はあるかと

思いますが、ここ数年で小中学校の教員は減

少、教育委員会の指導主事は増加しているも

のと見受けられますが、なぜ指導主事を増や

したのか、その理由についてお伺いします。 

○議長（加澤 明君） 教育長。 

○教育長（山内康之君） ただいまの、教員

数が減ってきているのに対して指導主事が増

えているのはなぜかという再質問にお答えし

たいと思います。 

数でみますと、平成１８年では指導主事の

数が６名であったものが、平成１９年～２１

年の間は３名でありました。その後、５名に

復活して、平成２７年には６名、２８年にも

６名、そして令和に入りまして、令和４年の

段階で７名、令和５、６年は８名、そして現

在に至るということになっております。 

その一方、教職員数は、平成１８年の場合

は３０７名、平成２６年の場合は２８１名、

令和４年には２７９名、そして現在は２５８

名ということで、議員おっしゃるとおり、教

員数が減ってきている割に指導主事が増えて

いるのではないかということは、当然の疑問

だと理解しております。 

このことについて、指導主事の職務のこと

から申し上げますと、法律上では、教育課

程、学習指導、その他学校教育に関する専門

的事項についての指導を行うこととなってお

りまして、現状、抱える事業が１１５件でご

ざいます。 

具体的には、小中学校の教育活動全般への

指導、助言、相談の受付、調査、資料の作成

などを専門的に細かに進めるということに

なっております。 

教育委員会としては、様々な、その時々

の、例えば道徳の教科化、あるいは教育課程

の特例校としての外国語活動、特別支援教育

の充実、いじめ・不登校等の生徒指導への対

応、学校教育における様々な変化に対応し

て、その都度その都度、適切な人数にしてき

ていると理解しております。 

というわけで、配置人数については、適正

であると判断しております。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 遠藤議員。 

○８番（遠藤泰子君） 御答弁ありがとうご



 

 

― 28 ― 

ざいます。 

現場の先生方の人数が少なくなった、子供

たちも少なくなっている現状において、教育

委員会の指導主事の人数が増えているという

のは、いまいち納得いかないところでありま

すので、改めて、検討する考えはないかお伺

いします。 

○議長（加澤 明君） 教育長。 

○教育長（山内康之君） この件につきまし

て、適切な人数であるかどうかについても検

証しなければならない時期が来ていると思い

ますので、この辺も併せて検討していきたい

と思っております。 

○議長（加澤 明君） 以上で、遠藤泰子議

員の質問を終わります。 

この際、午後１時まで休憩します。 

午前１１時４７分 休憩 

──────────────── 

午後 １時００分 再開 

○議長（加澤 明君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 ここで、議長を交代します。 

○副議長（佐々木卓也君） 議長を交代しま

した。 

それでは、市政に対する一般質問を次に移

ります。 

舩見昌功議員の登壇を願います。 

舩見議員。 

○５番（舩見昌功君） 市民クラブの舩見昌

功でございます。通告に従いまして、市政に

対する一般質問をさせていただきます。 

現在、学校教育におけるデジタル化が進展

しております。２０１９年１２月に文部科学

省が表明した、小・中・高等学校などにＩＣ

Ｔ環境を整備するＧＩＧＡスクール構想は、

教育の未来に新たな可能性を開くための重要

な取組であり、構想の目的としては、主に二

つあります。 

一つ目は、全国の学校に高速大容量の通信

ネットワークや、全ての児童・生徒に１人１

台のデジタル端末環境の整備、障害のある児

童・生徒のための入出力支援装置の整備、Ｉ

ＣＴ化を進める自治体等を支援するため、Ｇ

ＩＧＡスクールサポーター配置の経費支援、

緊急時における家庭でのオンライン学習環境

の整備などがあり、多様な子供たちを誰一人

取り残すことのない公正に個別最適化された

学びを全国の教育現場で持続的に実現させる

ことを目的に進められ、２０２０年の新型コ

ロナウイルス感染症拡大に伴い、ハード面の

整備が当初の予定よりも早急に推し進められ

ました。 

文部科学省の義務教育段階における１人１

台端末の整備状況によると、全自治体等のう

ち１,８１０の自治体等、９９.９％が２０２

２年度内に整備が完了しており、教育の効率

化や学習の多様化に寄与しております。 

また、今後は、ＣｈａｔＧＰＴなど生成Ａ

Ｉにより、これらを活用した授業の在り方が

議論されております。 

次に、ＧＩＧＡスクール構想の目的の二つ

目として、新しい社会、Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０

への対応であります。 

現代の社会は、狩猟社会Ｓｏｃｉｅｔｙ１.

０、農耕社会Ｓｏｃｉｅｔｙ２.０、工業社会

Ｓｏｃｉｅｔｙ３.０、情報社会Ｓｏｃｉｅｔ

ｙ４.０に続く、新しい５番目の社会と言われ

ております。 

世の中のあらゆるものがインターネットに

つながるＩｏＴ化やＡＩ・ロボットの進化、

ビッグデータの活用など、技術革新がより一

層進み、働き方やライフスタイルといった社

会の在り方そのものが変化しております。 

現実空間と仮想空間を融合させたシステム

によって、社会的な課題の解決と経済発展を

両立させるための新たな社会を意味し、日本

が目指すべき未来の社会として、第５期科学

技術基本計画において提唱されました。 

学校現場では、こうした未来社会に対応で

きる子供たちを育てる教育環境を早急に整え

る必要があります。 

そのためには、学校が社会の変化にしっか

り対応し、ＩＣＴ端末の活用やデータの活

用、ＩＣＴを用いた学習指導を積極的に行っ
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ていく必要があると考えられます。 

このような学校教育におけるデジタル化が

進展する中、端末の更新や運用の課題、小学

校低学年からタブレット端末等のデジタル機

器の長時間使用により、単純に画面を視聴す

る時間、いわゆるスクリーンタイムの増加に

よる健康面への影響や児童・生徒の読解力の

低下が懸念される声もございます。 

デジタル教育の先進国であるスウェーデン

では、２０１０年から国として教育のデジタ

ル化をスタートさせましたが、２０２３年に

脱デジタル化にかじを切り、紙の教科書や手

書き学習の重要性が再評価され、デジタル機

器の使用を制限する動きが見られます。 

特に幼児教育においては、タブレット端末

の使用を減らし、読書や手書きの練習を重視

する方針が打ち出されております。 

この背景には、デジタル化が進むことで集

中力が続かない、考えが深まらない、長文の

読み書きができないといった傾向が見え始

め、読み書き・計算の能力が低下していると

いいます。 

ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）による２０

２２年の学習到達度調査（ＰＩＳＡ）での順

位も、スウェーデンは、全ての項目で前回の

２０１８年調査の結果よりも落ちており、こ

のような動きは、日本の教育現場にとっても

示唆に富むものであります。デジタル化のメ

リットを生かしつつ、従来の学習方法とのバ

ランスをどのように取るかが重要な課題とな

ります。 

また、文部科学省では、視力低下の詳細を

把握するために、児童・生徒の近視実態調査

を２０２１年度から２０２３年度の３年間に

かけて、児童・生徒約５,２００人を対象に視

力測定や目の形などを詳しく計測するなど、

初めての追跡調査を行いました。 

その結果、近視と判定された子供の割合

は、２０２１年度の調査では４０.８％でした

が、２０２３年度の調査では５０.３％と９.

５ポイント増え、この２年間で約１割の子供

が新たに近視となったとの調査結果が出され

ました。 

視力は、学年が上がるにつれて悪くなり、

裸眼視力０.３未満の児童・生徒の割合は、小

学１年生では１％だったのに対し、中学３年

生では３２％に上り、特に近視は、小学校低

学年で増える傾向にあり、小学１年生の１２.

４％から２年後の小学３年生になったときに

は３５.８％と２３.４ポイント増えていたと

いうことであります。 

裸眼視力１.０未満の全てが近視であるとは

限りませんが、そのうち８～９割は近視であ

ることが指摘されており、近視が将来の目の

病気のリスクを高める可能性があることが分

かってきております。一概に、単純に画面を

視聴する時間、スクリーンタイムの増加が児

童・生徒の視力低下を招いているとは言えま

せんが、要因の一つであると考えられます。 

これからもＩＣＴは間違いなく生活に欠か

せないツールであり、デジタル技術の進化は

教育の可能性を広げる一方で、子供たちが本

来身につけるべき能力の育成が後回しになっ

てはならないと考えます。 

児童・生徒の学力向上、コミュニケーショ

ン能力の育成、そして健全な発達等を考えた

とき、デジタル化の効果と課題のバランスを

精査し、誰一人取り残すことのない学びの実

現のため、「個別最適な学び」と「協働的な

学び」の一体的な充実に取り組むことが緊要

であります。 

そこで、５点お伺いいたします。 

１点目として、１人１台の学習用タブレッ

ト端末に係る更新スケジュール及び費用と財

源についてお伺いいたします。 

次に、２点目として、学習用デジタル教科

書の導入状況と、かかる費用及び財源につい

てお伺いいたします。 

３点目として、市内児童・生徒の視力検査

の結果についてお伺いいたします。 

４点目として、学習用タブレット端末の使

用による子供の脳に対する影響についてお伺

いいたします。 

最後に、５点目として、学校教育における
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「デジタル化」に対する山内教育長の今後の

お考えについてお伺いいたします。 

以上で、壇上からの質問を終わります。御

答弁よろしくお願いいたします。 

○副議長（佐々木卓也君） ただいまの舩見

昌功議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。 

教育長。 

○教育長（山内康之君） 教育問題の学校教

育におけるデジタル化の動きについての第３

点目、市内児童・生徒の視力検査の結果につ

いてお答えいたします。 

裸眼視力１.０未満の児童・生徒の割合は、

令和元年度の調査では、小学生４０.２％、中

学生４８.０％でありました。 

小学生においては、令和３年度に５６.６％

まで増加いたしましたが、令和４年度から減

少に転じ、令和６年度は３９.５％と、この６

年間で最も少ない割合でございました。 

中学生におきましても、令和４年度の６４.

７％をピークに減少に転じ、令和６年度は４

８.３％と少なくなっております。 

また、県や全国のデータと比較いたしまし

ても、令和６年度は小学生、中学生ともに低

い割合となっております。 

教育問題の第３点目、市内児童・生徒の視

力検査の結果については、以上であります。 

次に、教育問題の学校教育におけるデジタ

ル化の動きについての第４点目、学習用タブ

レット端末使用による子供の脳に対する影響

についてお答えいたします。 

学習用タブレット端末は、学習道具の一つ

として定着しております。市内各小・中学校

では、検索や実現が難しい体験活動の動画等

を視聴するだけでなく、情報活用能力が高ま

るよう、より効果的な場面を精査し、授業で

活用しております。 

学校生活において、学習用タブレット端末

を長時間連続して使用することはなく、子供

の脳に対する影響はないものと考えておりま

す。 

しかし、タブレット端末やスマートフォン

等の過度な使用については、注意力の低下、

睡眠の質の低下、運動不足、社会性の低下

等、悪影響を及ぼす可能性があるものと認識

しております。 

教育委員会といたしましては、これからも

「タブレット端末使用に関する決まり」を作

成し、各校での確実な指導をお願いしてまい

ります。また、家庭においても、過度な使用

にならないよう、学校と協力して啓発を行っ

てまいります。 

教育問題の第４点目、学習者用タブレット

端末使用による子供の脳に対する影響につい

ては、以上でございます。 

次に、教育問題の学校教育におけるデジタ

ル化の動きについての第５点目、デジタル化

に対する私の考えについてお答えいたしま

す。 

教育のデジタル化は、単なる技術導入にと

どめず、教育の質の向上や教員の働き方改

革、児童・生徒の多様な学びの実現といった

教育全体の改革につなげていくというのが私

の考えであります。 

デジタル化により、タブレット端末やイン

ターネットなどのＩＣＴを活用して、多様な

学び方、興味・関心に応じた柔軟な学び方等

が可能になり、利便性は多くの面で向上いた

します。 

しかし、デジタルを介さず、相手の目を見

て伝え合ったり、自分の手を使って学習内容

をノートにまとめたりする従来の学習方法も

一層大切であります。 

これからの予測困難な社会を生き抜くため

には、人や実社会に直接触れる体験がますま

す必要になります。 

また、スマートフォンやタブレット端末と

いった電子機器依存も心配されるため、デジ

タルを使用する場面を精査し、児童・生徒の

理解度や興味・関心に応じて効果的に活用す

るとともに、紙や実物を使ったアナログ学習

とのバランスのよい指導が重要だと考えてお

ります。 

今後も、児童生徒の実態や課題に応じて、
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アナログ学習とデジタル学習のベストミック

スを図りながら、持続可能な教育環境の構築

を目指す方針であります。 

以上でございます。 

○副議長（佐々木卓也君） 教育部長。 

○教育部長（岡部章典君） 教育問題の学校

教育におけるデジタル化の動きについての第

１点目、１人１台の学習用タブレット端末に

係る更新スケジュール及び費用と財源につい

てお答えいたします。 

まず、更新スケジュールですが、タブレッ

ト端末の法定耐用年数は４年、または５年と

なっていることから、令和２年度に整備した

タブレット端末の更新を今年度行うものであ

ります。 

次に、費用についてですが、見積額で１台

当たりの購入費は約１２万円、補助額は約３

万７,０００円でございます。全体事業費は、

小学校が約２億８,２００万円、中学校が約１

億５,１５０万円、合計約４億３,３５０万円

を見込んでおります。 

また、財源は、文部科学省補助金として、

約２億８,０００万円を予定しております。 

教育問題の第１点目、１人１台の学習用タ

ブレット端末に係る更新スケジュール及び費

用と財源については、以上でございます。 

次に、教育問題の学校教育におけるデジタ

ル化の動きについての第２点目、学習用デジ

タル教科書の導入状況とかかる費用及び財源

についてお答えいたします。 

ＧＩＧＡスクール構想に基づき、当市にお

いても１人１台端末の環境を生かした学習の

充実を目指し、デジタル教科書の導入が段階

的に行われております。 

令和７年度は、文部科学省の学習者用デジ

タル教科書の導入事業により、市内全ての小

・中学校に英語が、一部の小・中学校に算数

・数学が、いずれも小学５年生～中学３年生

の児童・生徒に導入されております。 

また、同じく文部科学省の令和７年度学習

者用デジタル教科書の効果・影響等に関する

実証研究事業により、社会科のデジタル教科

書が市内一つ小学校の５・６年生に導入され

ております。費用等については、国の事業を

利用しているため、無償で提供されておりま

す。 

以上でございます。 

○副議長（佐々木卓也君） 舩見議員。 

○５番（舩見昌功君） 各般にわたり御答弁

いただきありがとうございました。順番に再

質問をしたいと思います。 

まず１番目の１人１台の学習用タブレット

端末に係る更新スケジュール及び費用と財源

についてですが、１台当たり更新にかかる費

用が約１２万円、補助額は３万７,０００円と

のことであり、小・中学校合わせて約４億３,

３５０万円との御答弁でございました。 

また、更新のスケジュールに関しまして

は、今年度行うということでございました。 

やはり四、五年ごとに毎回、また５年たつ

と更新、また５年たつと更新、児童・生徒数

も減少してきますが、やはり４億円前後かか

るということで、大変大きなお金だなと思い

ます。 

それで、更新のスケジュールについてです

けれども、先ほどの答弁で、今年度行うとい

うことでしたが、より詳しいスケジュール感

といいますか、更新されるタブレット端末の

台数をお示しいただきたいと思います。 

○副議長（佐々木卓也君） 教育部長。 

○教育部長（岡部章典君） ただいまの、今

年度の更新スケジュールと台数についての再

質問にお答えいたします。 

今年度購入を予定しているタブレット端末

につきましては、青森県で主導している共同

調達により購入する予定となっております。

県では、６月に入札を行う予定としておりま

す。 

当市の今年度のスケジュールにつきまして

は、落札業者と７月に仮契約を締結しまし

て、９月の議会にお諮りしまして、議決を

もって本契約という流れでいきたいと考えて

おります。その後、今年度中の納入に向けた

事業を進めていく予定となっております。 
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続きまして、台数につきましてですが、市

内全児童・生徒分と予備機、そして指導者用

も全部含めまして計３,３５４台を予定してお

ります。 

以上でございます。 

○副議長（佐々木卓也君） 舩見議員。 

○５番（舩見昌功君） 御答弁ありがとうご

ざいました。 

ただいまの答弁では、青森県との共同調達

によるということで、６月に入札、落札後７

月に仮契約で、９月に三沢市議会を通し、そ

の後、納品となる形です。また、台数ですが

児童生徒、教職員、予備機含めての３,３５４

台とのことでございました。 

私、ちょっと調べたところ、いわゆるＧＩ

ＧＡスクール端末ですが、パソコンなり、タ

ブレットなり、全国で導入が進み、９５０万

台が普及されているということであり、端末

の更新の６８％が今年度２０２５年度に集中

すると言われています。 

そこで、端末の適切な調達が課題に挙げら

れ、本市でも３,３５４台の調達が必要です

が、児童・生徒が、授業等で空白期間がない

ように、使用が滞ることがないように学習用

端末を調達することが大事だと思いますけれ

ども、そのことについてお伺いいたします。 

○副議長（佐々木卓也君） 教育部長。 

○教育部長（岡部章典君） ただいまの納期

等について、空白期間がないようにするのは

可能か、大丈夫かということの再々質問にお

答えいたします。 

県で行う共同調達につきましては、入札に

参加する業者は、事前に納入期日と納入台数

の調達可能な業者が参加するものと承知して

おります。 

現段階では、今年度中に全て納入される予

定ですので、空白期間はないものと考えてお

ります。 

以上でございます。 

○副議長（佐々木卓也君） 舩見議員。 

○５番（舩見昌功君） 御答弁ありがとうご

ざいます。 

調達可能な、要は、台数をきちんと確保で

きている業者が入札に参加するということ

で、空白期間はないものと理解しました。 

ぜひ、空白期間のないよう、滞ることのな

いよう進めていただきたいと思います。 

次に、⑵の学習用デジタル教科書の導入状

況とかかる費用及び財源について再質問いた

します。 

今年度、全ての小・中学校に英語、一部の

小・中学校に算数・数学が、小学５年生から

中学３年生まで導入されていると。 

また、社会科のデジタル教科書が小学校１

校の５年生・６年生で導入されている。これ

は実証研究事業ということで、恐らく三沢市

として手を挙げて、国の文科省で採択されて

の事業だと思いますので、結果が求められる

ことだと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

費用は、国からの事業ですので、無償で提

供されているということでございました。 

デジタル教科書はよしあしで、先ほども壇

上で言いましたけれども、スクリーンタイム

の増加です。まず、学校において、長時間見

続けることはないということでございます

し、家庭での使い方も影響していると思うの

です。 

今後、デジタル教科書というのは、文科省

でもどんどんどんどん推し進めてくると思う

ので、どんどんどんどん紙からデジタルに変

わってくるのか、または紙とデジタルの併用

というところだと思いますけれども、今後、

デジタル教科書の導入予定について、当市で

はどのようにお考えなのかお伺いいたしま

す。 

○副議長（佐々木卓也君） 教育部長。 

○教育部長（岡部章典君） ただいまのデジ

タル教科書の今後の導入計画はどのように

なっているかということの再質問にお答えい

たします。 

デジタル教科書の導入につきましては、現

在、国の中央教育審議会のワーキンググルー

プで、その在り方等について検討が行われて
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いるところでございます。 

その動向を踏まえた上で、先ほど言いまし

たけれども、全国で実証研究事業が行われて

おりますので、その先進的な活用例の情報収

集、近隣地域等の情報共有などにより、方向

性を見極めていきたいと考えております。 

いずれにいたしましても、従来型の教科書

を活用した実践の強みを生かし、デジタル機

器を効率的に活用するなどして、各場面に適

した学習方法をバランスよく組み合わせた授

業実践や教育活動の推進に、引き続き取り組

んでまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○副議長（佐々木卓也君） 舩見議員。 

○５番（舩見昌功君） 御答弁ありがとうご

ざいました。 

国の中央教育審議会の作業部会ワーキング

グループでその在り方を検討し、その動向を

踏まえて当市でも取り入れていくと。デジタ

ルとアナログのバランスを図って、これから

も子供たちのために取り組んでいっていただ

きたいと思います。 

次に、⑶の市内児童・生徒の視力検査の結

果についてでございます。 

小学校では、令和元年が４０.２％、裸眼視

力１.０未満が令和６年３９.５％と回復し、

中学校においても、令和元年４８％、令和４

年６４.７％が令和６年度には４８.３％と少

なくなってきているとの結果でございまし

た。 

本文中でも言いましたけれども、全国的に

見ると、近視実態調査の結果を踏まえると倍

増、もしくは３倍になってきていて、学年が

上がるにつれ、近視の度合いは強くなってい

るということでございます。 

私、これは文科省のホームページから出し

たのですけれども、子供たちの目を守るため

に知っておきたい近視の知識ということで

す。近視が進むと、小さいうちから近視の状

況でいくと、年齢を重ねると、網膜剥離が弱

度の近視だと３倍、強度だと１３倍、緑内障

に至っては弱度の近視だと２倍、強度の近視

でも３倍というリスクが高まるというオッズ

比が出ております。 

また、４枚目にあるのですけれども、「対

象のスクリーンから３０センチ以上目を離

す、３０分に１回は２０秒以上目を休める、

背筋を伸ばし姿勢をよくする、部屋を十分に

明るくする、使用する機器の明るさを適切に

調整する」とあるのですけれども、大変いい

リーフレットだと思うので、ぜひ教育委員会

の皆さんで共有していただいて、学校等に配

布いただければと思います。 

次の⑷に移ります。学習用タブレット端末

使用による子供の脳に対する影響についてで

ございます。 

学校では、長時間連続しての使用はさせて

いないということで、脳には少なからず影響

はないのではないのかという御答弁でござい

ましたし、注意力や睡眠の質、社会性の低

下、運動不足のような悪影響を及ぼす可能性

があることも認識しているとの御答弁でござ

いました。 

答弁の中でも、学校でずっと指導している

と思いますけれども、やはり学校でスクリー

ンタイム、タブレット端末のスクリーンを見

る時間の長さよりも、学校外、家庭に帰って

からのスクリーンタイムが断然的に多いと思

うのです。 

その中で、家庭のルールを作っていても、

それを守られない、誘惑に負けるという傾向

はどの御家庭でもあると思うし、電子機器へ

の依存度というのはどんどんどんどん上がっ

てきていると思います。 

そこで、学校でも、家庭でも、学校と協力

し、啓発活動を行うことが大切だと思います

が、各家庭との連携協力について、啓発はど

のように取り組んでいくのか、お伺いいたし

ます。 

○副議長（佐々木卓也君） 教育長。 

○教育長（山内康之君） 各家庭との弊害を

防ぐ啓発について、どのように行うのかとい

う再質問にお答えいたします。 

教育委員会では、豊かな心を育てる生徒指
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導研究協議会主催で、「三沢スマホット運

動」による注意喚起を行っております。 

先ほど、議員言われた、注意点等が網羅さ

れたものでございますけれども、そういった

もので注意喚起を行いながら、また、教育委

員会からは「タブレット端末を使うときの約

束」というチラシを全児童・生徒に配布し、

指導しております。 

さらに、学校からは、参観日における保護

者説明会や学校だより等を利用して、使用時

間の制限等について注意喚起を行いながら共

通理解を図っているところでございます。 

以上であります。 

○副議長（佐々木卓也君） 舩見議員。 

○５番（舩見昌功君） 御答弁ありがとうご

ざいました。 

「三沢スマホット運動」とか、端末を使う

ときの約束等を用いて、また、学校だより等

も含めて、注意喚起を行っていくということ

でしたので、スマートフォンやタブレットの

ゲームもそうですけれども、こういう弊害が

出てくるのだよという情報をどんどん与えて

も、与え過ぎにはならないと思いますので、

そのところを一つ取り組んでいっていただき

たいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

（５）のデジタル化に対する山内教育長の

今後のお考えについてでございます。 

教育の質の向上、教員の働き方改革、多様

な学びの実現といった教育全体の改革につな

げていくという御答弁でございましたが、そ

の中でも、デジタル学習と今までのアナログ

学習、本を読む、字を書くというようなアナ

ログ学習のベストミックスを図るというお言

葉がありました。 

デジタルは、便利で、非常に有効で、今後

は生成ＡＩの登場もありますので、どんどん

どんどん進展していくと思います。どんな機

器でも使い方、付き合い方だと思いますの

で、デジタルも有効に活用し、アナログ学習

とのバランスを図っていっていただきたいと

思います。 

私は、教育関係の新聞記事で読んだのです

が、先ほどの部長の答弁でありましたが、文

科省がデジタル教科書の利用拡大を目指し、

昨年９月に中央教育審議会の作業部会で、活

用拡大に向けた議論を開始したとの記事でし

た。 

このように、教育現場のデジタル化をさら

に推進することが、教員のプレッシャーにも

なっているという記事だったのですが、国は

どんどんどんどんデジタルを進める。恐らく

もっともっと進めると、各県の教育委員会を

通して、市町村の教育委員会に来ると思いま

す。 

その中で、デジタル・ＩＣＴが得意な先

生、また不得意な先生もいると思うのです。

デジタル化は待ったなしに進めなければなら

ない状況の中、本市としてどのように捉え取

り組んでいくのか、お伺いいたします。 

○副議長（佐々木卓也君） 教育長。 

○教育長（山内康之君） 当市のデジタル化

に対してどのように進めていくのかというよ

うなことでございますが、現在、文部科学省

では、今の学習指導要領の重点項目に記載の

あった「個別最適な学びと協働的な学びを充

実させて、深い学びを実現する」という文言

を一層強調する形で学習指導要領の改訂作業

に入っております。 

先だって、文部科学省の視学官からのお話

がありましたけれども、今までデジタルオン

リーのところで話が進んできたわけなのです

けれども、今ちょっと待てよというところに

なっているように私は感じてまいりました。

つまり、ＩＣＴ等を活用して、自分に合った

方法で学ぶことと、対話して、意見交換しな

がら学びを深めることを結びつけながら、子

供の学びを豊かにするということを重視して

ほしいということをおっしゃっておりまし

た。 

このような国の方針を踏まえますと、さき

に申し上げたように、デジタルを使用する場

面を精査して、児童・生徒の理解度や興味・

関心に応じて、効果的にデジタルを活用する
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とともに、紙や実物等を使ったアナログ学習

とのバランスを取って指導を進めていくこと

が大事だと私も考えております。 

また、話し合いだとか、発表だとか、ディ

スカッションや書くことなどの人との関わり

の中で学ぶことも一層大事にしながら、子供

の学びを深いものにしていきたいと考えてお

ります。 

そのために、デジタルのよさと、それから

アナログのよさを体験しながら、効果的に誰

でも取りかかることができるような、楽しく

授業に使える研修の在り方を模索していきた

いと考えているところであります。 

以上でございます。 

○副議長（佐々木卓也君） 以上で、舩見昌

功議員の質問を終わります。 

それでは、市政に対する一般質問を次に移

ります。 

春日洋子議員の登壇を願います。 

春日議員。 

○副議長（佐々木卓也君） 春日議員。 

○１５番（春日洋子君） １５番、公明党の

春日洋子でございます。通告の順に従い、質

問してまいります。 

初めに、行政問題の１点目、災害備蓄品の

配置状況の公表について質問してまいりま

す。 

災害時に、被災者の心身の健康を守るため

には、食料をはじめとする備蓄品を十分に確

保し、避難生活を万全に支えることが重要で

す。 

政府は、本年２月１４日に閣議決定した災

害対策基本法等改正案に、自治体に備蓄状況

の公表を義務づけることを盛り込みました。

地域で物資の偏りや不備がないかを平時から

定期的に確認することで、自治体に備えを促

し、避難生活の環境改善につなげる狙いがあ

ります。 

備蓄には、水や米などの食料に加え、仮設

トイレや簡易ベッドといった資機材も含まれ

ており、政府は避難所に必要な生活環境を示

す国際基準への対応として、２０人に１基の

トイレ、１人当たり最低３.５平方メートルの

居住スペースの確保などを自治体に求めてお

り、備蓄の購入費用などを支援する方針で

す。国際基準を踏まえ、計画的に物資の確保

が求められています。 

内閣府が、昨年、都道府県と市区町村を対

象に、初めて実施した備蓄状況の調査による

と、米やパンなどの主食については、多くの

自治体で一定量が確保できていたとのことで

すが、問題は、避難者の生活環境を守るため

の物資が不十分だったことで、仮設トイレや

簡易ベッドがない自治体もあったと言われ、

備蓄状況に地域差が生じていることが明らか

になりました。 

今、物資の不足が課題となった能登半島地

震の教訓を踏まえ、災害時の避難所環境整備

が急がれています。 

そこで、本市においては、災害備蓄品の配

置状況の公表結果はどのようであったか。ま

た、これを機に、市民の皆様に向けても公表

すべきと考えますことから、御見解をお伺い

します。 

次に、２点目のライフジャケットを活用し

た避難訓練の導入についてお伺いします。 

ライフジャケットを着用することで、海難

事故や水難事故における生存率が大幅に向上

することが分かっており、水上で浮力を保

ち、体温低下を防ぎ、呼吸を確保することが

できます。 

東日本大震災の津波被害を目の当たりに

し、改めて地震の備えだけではなく、津波へ

の備えも考えた方がいらっしゃるのではない

でしょうか。 

ライフジャケットを活用した避難訓練は、

津波や水害などの水害被害に備え、特に津波

災害対策として、周辺が津波浸水想定区域に

指定されている地域では、学校や地域で積極

的に取り入れられています。 

地域住民からも、「命を守るための重要な

防災グッズであるライフジャケットを着用し

た避難訓練を実施すべきではないか」との声

が届いており、本市においても導入すべきと
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考えますことから、御見解をお伺いします。 

次に、３点目の認知症の人に寄り添うケア

技法「ユマニチュード」の普及についてお伺

いします。 

日本における認知症の高齢者は、６５歳以

上の人口がピークを迎える２０４０年には、

認知症高齢者数が約５８４万人、軽度認知障

害高齢者数が約６１２万人に上ることが推計

される中で、誰もが認知症になり得るという

認識の下、共生社会の実現を加速することが

重要です。 

認知症の人を単に支える対象として捉える

のではなく、認知症の人を含めた国民一人一

人が一人の尊厳のある人として、その個性と

能力を十分発揮しながら、共に支え合って生

きる共生社会の実現を目指し、本年１月に認

知症基本法が施行されました。 

特に、地方公共団体は、認知症の人やその

家族等にとって身近な行政機関であるととも

に、認知症施策を具体的に実施するという重

要な役割を担っており、認知症の人も家族も

安全に安心して暮らせる地域の構築への取組

が必要です。 

また、認知症の人の尊厳ある暮らしを守る

上で、一人でも多くの住民が認知症の人に対

する適切な接し方を身につけて、認知症の人

の行動や心理症状の発生を抑制することは特

に重要であると言われます。 

そのための効果的な技法として、あなたを

大事に思っていることを「見る｣、｢話す｣、

｢触れる｣、｢立つ」の四つの柱で、相手が理解

できるように届けるケア技法である「ユマニ

チュード」が注目されています。 

介護の現場では、一生懸命にケアしても拒

否されたり、暴言を受けたりすることがあ

り、実際、口腔ケアを嫌がり、声を荒げてい

た９０歳代の利用者に対し、「ユマニチュー

ド」を実践したところ、抵抗せず、口を大き

く開けて、口腔ケアを受け入れられたとの事

例もあります。 

国内の研究結果では、認知症の人の行動や

心理状態が改善され、ケアする側の負担感も

軽減したとの有効性が確認されていることか

ら、「ユマニチュード」の普及に取り組むべ

きと考えます。本市の御見解をお伺いしま

す。 

次に、４点目の認知症の人の行方不明者対

策に向けて、「おかえりＱＲ」の普及につい

てお伺いします。 

「おかえりＱＲ」は、発見者の手間を煩わ

せることなく、御家族宛てに発見場所や状況

などを御連絡できる発見連絡ツールでござい

ます。簡単に連絡いただくことができること

から、発見者の負担も少なく、ＱＲシールを

貼っておくことで、早期発見率の向上が期待

できるものです。 

警察庁のまとめにより、２０２３年全国の

警察に届出があった認知症やその疑いがあっ

た行方不明者が、延べ１万９,０３９人に上っ

たことが明らかになりました。実際、行方不

明になった人の中で、５０２人は亡くなって

見つかり、２５０人は発見されていないとの

ことです。 

特に、独居の方の場合、行方不明になった

ことに気づくのが遅れ、捜索開始の遅れにつ

ながり、結果として発見が遅れることにもな

ります。ここで行方不明者を発見した人の半

数は、探していた人ではなく、偶然見つけた

人とのことです。 

そこで、今後ますます増加することが懸念

される認知症の行方不明者に対して、一人一

人の命を守るため、衣服等に貼れるシールで

ある「おかえりＱＲ」の普及を推進すべきと

考えます。本市の御見解をお伺いします。 

次に、５点目の「Ｌｉｖｅ１１９」の活用

に向けての周知についてお伺いします。 

「Ｌｉｖｅ１１９」は、１１９番の通報者

が救急現場などからスマートフォンのビデオ

通話で映像をつなぎ、通信司令員の指示を受

けられる映像システムです。 

同システムは、音声に映像情報が加わるこ

とで、より詳細な現場の状況と的確な対応を

通報者と通信司令員で共有でき、救命率向上

が期待されます。 
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１１９番通報した際、システムの利用が必

要と通信司令員が判断すれば、通報者の了承

の上で、ＵＲＬつきのショートメッセージを

スマホに送信し、ＵＲＬをタップすれば、シ

ステムが起動する仕組みです。 

「Ｌｉｖｅ１１９」については、２０２４

年４月より、上十三消防指令センターにおい

て導入されていることを承知しているところ

ですが、本市においては、これまで周知をど

のようになされてきたのかお伺いします。 

最後に、６点目の全国版救急受診アプリ

「Ｑ助」の活用についてお伺いします。 

総務省消防庁が作成した全国版救急受診ア

プリ「Ｑ助」は、急な病気やけがをしたと

き、救急車を呼ぶべきかどうか迷ったとき

に、症状の緊急度が素早く判定でき、救急車

を呼ぶ目安となる情報を確認できるもので

す。 

「Ｑ助」の利用方法は、該当する症状をア

プリの画面上で選択していくと、緊急度に応

じた必要な対応が表示されます。例えば、緊

急性があると判定された場合は「今すぐ救急

車を呼びましょう」と表示され、スマート

フォンでは、１１９番通報画面に切り替わり

ます。 

緊急性がないと判断された場合は、「でき

るだけ早めに医療機関を受診しましょう」、

｢緊急ではありませんが、医療機関を受診しま

しょう｣、｢引き続き、注意して様子を見てく

ださい」などが表示されます。 

また、医療機関ネット画面へのリンクや、

全国タクシーガイドにリンクを行うことがで

きます。 

救急車の適正利用が全国的にも課題になっ

ており、いざというときに、可能な限り「Ｑ

助」の活用を望まれますが、本市において

は、これまでどのように周知に努めてこられ

たのかお伺いします。 

以上で、壇上からの私の質問を終わりま

す。御答弁をよろしくお願いいたします。 

○副議長（佐々木卓也君） ただいまの春日

洋子議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。 

 市長。 

○市長（小檜山吉紀君） ただいまの春日議

員御質問の行政問題の第１点目、災害備蓄品

の配置状況の公表については私から、そのほ

かにつきましては担当部長からお答えをさせ

ますので、御了承を願いたいと存じます。 

内閣府は、昨今の激甚化する災害への対応

が急務となる中で、災害対策基本法等の一部

を改正し、地方自治体が備蓄する保存食や簡

易トイレといった災害用物資、機材等の備蓄

状況について公表することを義務づけるとし

ており、本年６月からの施行を目指している

ところでございます。 

昨年１月に発生した能登半島地震では、災

害用物資の備蓄量が少なかった地方自治体に

おいて、被災者への支援に遅れが生じる等の

課題が見受けられたことから、平時からの備

えを強化する取組を促進するとしているとこ

ろであります。 

御質問の災害備蓄品等の配置状況につきま

しては、現在、国際交流スポーツセンター備

蓄倉庫やホスピタルパーク、指定緊急避難場

所となる小・中学校等に配置しているところ

でございます。 

当市の災害用物資の備蓄状況は、外部に公

表しておりませんが、令和６年１１月に国が

実施した全国の災害用物資・機材等の備蓄状

況に関する調査結果が内閣府のホームページ

に公表されており、他市との比較は、自治体

の規模や地理的な条件が異なることから難し

いものの、避難生活に必要な備蓄品として、

主食のアルファ化米、飲料水、携帯トイレ、

毛布等について、三沢市備蓄計画に基づいた

配備数量を確保しており、充足しているもの

と認識しております。 

また、災害備蓄品の配置状況の公表につき

ましては、平時からの備えを確実なものにす

るとともに、透明性を確保する仕組みを設け

ることで、市民の皆様に安心していただける

よう、準備が整い次第、公表してまいりたい

と考えております。 
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私からは以上であります。 

○副議長（佐々木卓也君） 総務部長。 

○総務部長（田中 浩君） 行政問題のライ

フジャケットを活用した避難訓練の導入につ

いてお答えいたします。 

当市の沿岸地域においては、最大クラスの

地震が発生した場合、広範囲に及ぶ津波が懸

念されているところでございます。 

このことから、津波の発生が予測される場

合には、速やかに浸水想定区域から退避する

必要があることから、例年、北部地区地域学

校共同防災訓練により、小・中学校合同で津

波発生時の避難行動について確認を行ってい

るところでございます。 

この訓練は、教職員はもとより、生徒が実

際の避難行動を体験することで、有事の迅速

な行動を学習する場となるなど、一定の成果

をもたらしているものと認識しているところ

でございますが、万が一、避難が遅れた際の

対策が課題となっております。 

このような中で、他県の先進的な小・中学

校においては、浮力を持つライフジャケット

を着用することで、津波に飲み込まれた場合

などを想定した命の危険を逃れる訓練に取り

組んでおり、示唆に富む成果を得ているもの

と思っております。 

議員御提案のライフジャケットを活用した

避難訓練の導入につきましては、津波から子

供たちの命を守る取組として大変有効なもの

と認識しております。 

このことから、小・中学校はもとより、関

係団体等とも連携を図りながら、訓練実施に

向けて検討を進めてまいりたいと考えており

ます。 

以上でございます。 

○副議長（佐々木卓也君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本京子君） 行政問題の

第３点目、認知症の人に寄り添うケア技法

「ユマニチュード」の普及についてお答えい

たします。 

現在、全国的に高齢化の進行に伴い、認知

症と診断される人が増加傾向にあるため、介

護者の負担も増えることが見込まれておりま

す。 

このような状況の中で、「ユマニチュー

ド」は「見る」、｢話す｣、｢触れる｣、｢立つ｣

の四つを柱とした認知症の人の人間らしさを

尊重するためのケア技法で、認知症の人と良

好な関係を築き、介護者の負担軽減につなが

るとされています。 

当市におきましては、早期診断、早期対応

を図り、認知症になっても安心して生活でき

る地域づくりを目指し、平成３０年度から総

合相談支援事業のほか、認知症サポーター養

成講座、認知症カフェなど、様々な認知症施

策の推進事業に積極的に取り組んでいるとこ

ろでございます。 

特に、認知症サポーター養成講座について

は、一般市民、企業の方々、児童・生徒など

幅広い年代の方々を対象に実施しており、認

知症が起きる仕組みや対応の心得など、認知

症に関する知識及び認知症の人への理解を深

め、正しい実践力をつける学びの場となって

おります。 

当市では、現在、「ユマニチュード」に関

する取組は実施しておりませんが、既に独自

に研修会を行っている一部の医療・介護施設

等では、取り入れることで認知症の方とのコ

ミュニケーションが円滑になり、介護者の負

担を軽減することが期待されることから、今

後、国やほかの自治体の動向に注視し、調

査・研究をしてまいりたいと考えておりま

す。 

行政問題の３点目、「ユマニチュード」の

普及については、以上でございます。 

行政問題の第４点目、認知症の人の行方不

明者対策に向けた「おかえりＱＲ」の普及に

ついてお答えいたします。 

「おかえりＱＲ」とは、認知症高齢者の方

が行方不明になった場合に、発見者が高齢者

の洋服や杖などに貼り付けたＱＲコードを読

み取り、現在の状況や発見場所などを関係機

関、家族に伝えることができる認知症高齢者

の見守りツールです。 
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当市におきましては、高齢者等の見守り事

業として、市内で業務を行う民間事業者の協

力を得て、高齢者のいつもと違う異変など、

気づいたことを市に連絡していただき、安否

確認など、適切な支援につなげていく「高齢

者ほっとワーク見守り隊」や、認知症により

徘徊のおそれがある高齢者の基本情報を事前

に市に登録することで、実際に行方不明にな

ったときに少しでも早く安全を確保し、御家

族の元へ帰ることができるよう支援する「Ｓ

ＯＳネットワーク 安心ねっと」など、地域

の見守りネットワークの構築による支援に積

極的に取り組んでいるところであります。 

今後、認知症高齢者の増加に備え、｢おかえ

りＱＲ｣のような見守りツールにつきまして

も、現在行っている事業と併せて情報提供

し、既に導入を図っている他自治体の取組を

参考にしながら、必要な支援等について検討

してまいりたいと考えています。 

行政問題の４点目については、以上でござ

います。 

○副議長（佐々木卓也君） 消防長。 

○消防長（田中 誠君） 行政問題の第５点

目、「Ｌｉｖｅ１１９」の活用に向けての周

知についてお答えいたします。 

「Ｌｉｖｅ１１９」は、通常の１１９番通

報に対し、音声だけでは伝えることが難し

い、症病、火災、事故の正確な情報を映像で

リアルタイムに伝えることができるシステム

でございます。 

また、通報者が撮影する災害現場の映像を

消防司令員が確認することで、現場の状況を

把握することができるため、消防活動及び効

果的な応急手当の指導に寄与するものでござ

います。 

上十三消防指令センターでは、令和６年４

月より、「Ｌｉｖｅ１１９映像伝送システ

ム」を導入しており、運用に当たっては、プ

ライバシー保護や映像データの保存方法など

について十分に検討を進め、通報者の同意を

得た上で活用することとしております。 

御質問の「Ｌｉｖｅ１１９」の周知につき

ましては、広報みさわ及び市ホームページに

より行っているほか、消防訓練や救命講習会

などの機会を捉え、市民への理解促進に努め

てまいりました。 

今後におきましても、より効果的な周知方

法を検討し、鋭意取り組んでまいりたいと考

えております。 

行政問題の第５点目については、以上でご

ざいます。 

次に、行政問題の第６点目、全国版救急受

診アプリ「Ｑ助」の活用についてお答えいた

します。 

近年、全国的に救急出場件数が増加し、当

市におきましても、救急車の出動件数は年々

増加傾向にあります。 

全国版救急受診アプリ「Ｑ助」は、総務省

消防庁が平成２９年５月から提供しているス

マートフォン向けのアプリケーションであ

り、急な病気やけがが生じたときに、救急車

を呼ぶべきか、自身で病院を受診すべきか、

緊急度を判定し、利用者が簡単な質問に答え

ることで、症状の緊急度に応じた対応が分か

りやすく表示されるものです。 

例えば「今すぐ救急車を呼びましょう｣や

｢早めに病院に行きましょう」などの画面が表

示され、必要に応じて、そのまま１１９番に

通報することができます。また、近くの医療

機関やタクシーを検索することもできます。 

御質問の全国版救急受診アプリ「Ｑ助」の

活用につきましては、救急車の適正利用と市

民の安全・安心につながることから、市ホー

ムページで周知を行ってまいったところでご

ざいます。 

以上でございます。 

○副議長（佐々木卓也君） 春日議員。 

○１５番（春日洋子君） 御答弁ありがとう

ございました。それでは、質問順に再質問を

させていただきますので、よろしくお願いい

たします。 

初めに、行政問題の１点目、災害備蓄品の

配置状況の公表について再質問をさせていた

だきます。 
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ただいまの市長の御答弁の中で、市民の皆

様に透明性を確保するという仕組みを設けて

公表していただけるということで受け止めま

した。 

様々、国での求めに応じての公表でありま

したけれども、充足しているだろうとは思い

つつも、実際に改めてどういうふうになって

いるのかなと思いもあっての質問とさせてい

ただきました。 

それで、先ほどの答弁をいただきましたと

おり、公表についてでございますけれども、

どのような形で公表をしていただくのか。ま

た、公表の時期としては、およそいつ頃をめ

どとして公表していくお考えなのか。現時点

でお答えできる範囲で、お聞きしたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

○副議長（佐々木卓也君） 総務部長。 

○総務部長（田中 浩君） ただいまの再質

問にお答えいたします。 

まず、公表の仕方というか、透明性の確保

というところになるかと思いますけれども、

まず、備蓄状況の公表については、先ほど市

長から答弁があったように、市としては公表

はしてございません。その代わり、備蓄計画

というものはホームページに公表してござい

ます。 

透明性という観点でいけば、備蓄計画は、

基本方針のほかに備蓄数量というものがござ

いますので、この数量に対して、現在、三沢

市ではこのぐらいの備蓄がありますよという

見やすい形で公表したいと考えてございま

す。 

公表の時期につきましては、国から、まだ

いつになるかというのは見えていませんが、

市とすれば、６月中に公表したいと考えてご

ざいます。 

以上でございます。 

○副議長（佐々木卓也君） 春日議員。 

○１５番（春日洋子君） ありがとうござい

ました。 

国での求めに応じての公表は、これは当然

でございますけれども、市民の皆様に向けて

もという思いに至ったのは、現状、計画は公

表している。私もそれに目を通させていただ

きました。現実に、どの場所に、何が備蓄さ

れているのか、市民の皆様にもそのことを理

解していただいたほうが、有事の際、市では

こういう備蓄はしていただいているけれど

も、それぞれの家庭の状況に応じて自らも備

蓄、避難するに当たっての物資等々を携えて

避難をするという、日頃からの備えというこ

とで、また意識が高まるのではないかという

思いでの再質問でございました。ありがとう

ございました。 

次に、２点目のライフジャケットを活用し

た避難訓練の導入について、再質問させてい

ただきます。 

こちらのライフジャケットを活用した避難

訓練は、前段でも申し上げましたとおり、私

の住む津波浸水想定区域、いわゆる北部地域

でございます。また、東部地域においても、

太平洋に面している場所が多数ございます。 

どうしても、いざとなったときに、津波か

らどう逃れるか、いかにして命を守って避難

するか、自力でいける人、手助けが必要な

人、子供たち、高齢者、様々な背景の中で、

まずはライフジャケット、万が一にも津波に

飲み込まれたとき、水上に浮いていれば、い

ずれ支援、救援の方がおいでいただいたとき

に命が助かる最大のものであるという声が届

いたことから、今回の質問にさせていただき

ました。 

総務部長から、非常に前向きな答弁をいた

だいたなという思いでございました。この導

入に向けてでありますけれども、御答弁の中

で、総務部長より、まずは小・中学校との連

携はもちろんのこと、加えて、関係団体との

連携を図りながら検討してまいりたいという

趣旨の御答弁でございました。 

そこで、参考にお聞かせいただきたいので

すけれども、今後、検討されるに当たり、ど

のような団体の皆様と連携をされていくお考

えであるのか、お聞かせいただきたいと思い

ます。 
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○副議長（佐々木卓也君） 総務部長。 

○総務部長（田中 浩君） ただいまの再質

問にお答えいたします。 

答弁の中で、訓練の実施に当たって、学校

はもちろんですけれども、関係団体との連携

を図りながらということで、どういったもの

を想定しているのかということについて御回

答したいと思います。 

まず、訓練の実施に当たって、やはり子供

たちになりますので、避難行動の指導とか、

それをやることによっての効果検証という作

業も必要になってくるかと思います。 

そういう意味でいきますと、市内の団体で

いけば、例えば防災協会とか防災士会などと

連携しながら、まずは取組をやって、どこに

課題があるのか、どういうふうにしたら効果

的になるのかというところを探りながら、導

入に向けての検討を前に進めてまいりたいと

考えております。 

以上でございます。 

○副議長（佐々木卓也君） 春日議員。 

○１５番（春日洋子君） ありがとうござい

ました。ぜひよろしくお願いいたします。 

次に、３点目の認知症の人に寄り添うケア

技法「ユマニチュード」の普及についての再

質問はございません。 

先ほど答弁もいただきまして、「ユマニ

チュード」は、まだまだこれからの広まりを

期待するところでありますけれども、かつ

て、日本ユマニチュード学会の本田美和子代

表理事を講師にお迎えしてのオンライン講演

を拝聴する機会がございまして、なるほど、

介護者の方々、在宅介護の方であっても、ま

たお仕事で従事をしている方々にとっても、

「ユマニチュード」の知識を得て身につける

ことが、どれほどそれぞれに負担軽減につな

がる効果があることなのだろうなということ

を痛切に感じたところでございます。 

この講演の中で、先進的に取り組んでいる

自治体の御紹介がありましたけれども、福岡

市では、市民講座を受けた市民の皆様から

「もっと早く知っていればよかった」、｢自分

は、介護は一段落してしまったけれども、今

後、周りの方々に「ユマニチュード」を伝え

ていきたい｣という声が届いたそうで、現在は

５５人の地域リーダーの方々が誕生している

ということを知ることとなりました。 

もう既に、担当課の皆様も、また関係する

方々も、御存じかと思いますけれども、ＮＨ

Ｋ厚生文化事業団では、「ユマニチュード」

を学んだ家族、当事者のドキュメンタリー番

組、また、「ユマニチュード」の基本を学べ

る映像を無料で貸し出ししているということ

でございました。 

ですので、もし今後、機会がございました

ら、これらも活用しての学ぶ機会を、今後で

すけれども、何か企画等々計画もしていただ

ければありがたいかなと私なりに思っている

ところでありますので、御検討いただければ

と思っておりますので、よろしくお願いいた

します。 

質問はございませんので、よろしくお願い

いたします。 

次に、４点目の認知症の人の行方不明者対

策に向けた「おかえりＱＲ」の普及について

再質問させていただきます。 

私の身の回りでも、地域の中でも、行方不

明になって、いまだ所在が分からないまま、

かなりの年数がたった方、それから、諦めか

けていたときに発見された方等々、今回この

「おかえりＱＲ」のことでいろいろな思いを

めぐらしたときに、身近な方、御家族でいろ

いろ苦労し、地域の方々も必死で捜索に協力

したわけですけれども、所在をつかむことが

できなかった。いまだに見つからない方も現

在地域の中でいらっしゃる。そういう状況が

走馬灯のように思い浮かびました。 

そこで、いろいろな手法もありますけれど

も、このＱＲコードについても、いろいろな

メーカーのものがあるのだなということも今

回改めて学ぶ機会となりました。 

そこで、御答弁の中で「おかえりＱＲ」に

ついて、情報を提供してまいりたいという趣

旨の御答弁もございました。この機会に、今
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後考えられることとして、どのように情報を

提供していただけるのかなということを思っ

たところでございますので、この場でお答え

できる範囲でお聞かせいただければと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

○副議長（佐々木卓也君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本京子君） 春日議員の

再質問、｢おかえりＱＲ」を今後どのように周

知していくかという御質問でした。 

まずは、認知症高齢者やその家族の方、関

係機関などに、｢おかえりＱＲ｣のような高齢

者の見守りツールがあるということを周知し

ていきたいと思います。 

さらに活用していくには、それを発見した

側が、いつもと違うと感じた高齢者の持ち物

にＱＲコードのシールが貼ってあるのを見つ

けた場合には、スマートフォンで読み取ると

いうことを一般の方にも周知してまいりたい

と考えております。 

そのシールが、身元を特定するための緊急

連絡先につながっているものだということを

まずは市民の方々に周知していくことが大切

だと思っておりますので、これから情報提供

してまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○副議長（佐々木卓也君） 春日議員。 

○１５番（春日洋子君） ありがとうござい

ます。ぜひよろしくお願いいたします。 

次に、５点目の「Ｌｉｖｅ１１９」の活用

に向けての周知について再質問させていただ

きます。 

これまで、｢Ｌｉｖｅ１１９｣につきまして

は周知の内容でございましたけれども、まず

は広報みさわで掲載した。そしてまた、市の

ホームページでも周知に努めた。さらには、

機会を捉えて救急救命講習等々でもお知らせ

をさせていただいたということで、周知に努

めていただいてきたことは理解させていただ

きます。 

私も、｢Ｌｉｖｅ１１９｣について、現実に

文字だけではなく、どういうものなのかなと

思いながら検索しておりましたら、他の自治

体でもあるかもしれませんけれども、私が一

番強烈に目についたのが、東京消防庁でござ

いました。 

東京消防庁では、｢Ｌｉｖｅ１１９｣の使い

方を理解していただくために、実際に、場面

を再現した動画を配信してございました。と

ても分かりやすいです。まず、通信指令セン

ターに救急の電話がかかります。そして、そ

のまんま現場で倒れている方、例えば心臓

マッサージが必要であれば、こうだ。また

マッサージの仕方についても、その方をスマ

ホでカメラ機能にして、その場所を見て、実

際にマッサージをしている状況を見て、

ちょっとこういうふうに変えたほうがいいと

か、アドバイスをされている。非常に分かり

やすい。リアルタイムで、今まさに臨場感あ

ふれた動画ですけれども、そんなに長い時間

ではなく、非常に分かりやすい。繰り返し、

繰り返し、見ました。こういう内容の動画で

す。 

広報みさわは、毎戸配布ですので必ず見て

いただいているけれども、見ても、そのまま

さらりと横に置いている方もいるでしょう

し、またホームページにもたどり着かない方

もいらっしゃるでしょうね。いろいろな環境

の中で。 

ですので、私は、三沢市の強みというのは

マックテレビでございますので、マックテレ

ビを見ていらっしゃる皆さんの状況というの

が、非常に日頃からマックテレビに情報をい

ろいろ出してくれるので、それをしっかりと

見ているという声を日頃よく聞いておりまし

て、可能であれば、こういう動画、文字だけ

ではなく、実際にこういう手順で通報するの

だということが見て取れるのは動画ではない

かなということを私なりには思っているとこ

ろでありますので、動画の配信ということで

検討していただきたいと思いますけれども、

この点についてはいかがでしょうか。 

○副議長（佐々木卓也君） 消防長。 

○消防長（田中 誠君） 今後におきまして

は、ただいま御提案いただきましたマックテ
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レビでの「Ｌｉｖｅ１１９」の活用方法につ

いて、動画を放送するとともに、各種イベン

ト時に広報活動を実施してまいりたいと考え

ております。 

それによって、市民の理解を深めてまいり

たいと考えております。 

以上でございます。 

○副議長（佐々木卓也君） 春日議員。 

○１５番（春日洋子君） ありがとうござい

ます。ぜひよろしくお願いいたします。 

最後に、６点目の全国版救急受診アプリ

「Ｑ助」の活用について再質問させていただ

きます。 

御答弁の中で、消防長からいただいたとお

りでございますけれども、｢Ｑ助」について

も、消防本部ホームページで情報提供されて

いて、とても分かれやすいホームページでご

ざいまして、なるほどと思ったところでござ

います。 

消防本部のホームページは、ちょっと認識

不足で大変申し訳ないことですけれども、他

のところで｢Ｑ助」を知って、どの程度の認知

度があるのかなという思いになったところで

ございます。 

先ほどの「Ｌｉｖｅ１１９」と同様であり

ますけれども、可能な限り、マックテレビで

放送していただく取組も大事かと思います。 

また、アプリを取り込むわけですので、全

国版救急受診アプリ「Ｑ助」のポスターはあ

るのでしょうか。もしポスターがあれば、Ｑ

Ｒコードがそこにあれば、その場ででも取り

込むことができるのかなと。 

ポスターであったり、チラシであったり、

ちょっとそんなことも思っておりまして、広

く周知をしていくという意味合いで、これま

で以上にホームページに加えて、可能な限り

幅広く周知していただくのがよろしいのでは

ないかという思いでございました。 

やはり、救急車の適正利用ということが主

題で、これが目的になってございますので、

広く認知度を高めていくということを考えま

すと、さらなる取組が必要かと思っての質問

でございますけれども、この点については、

現時点での御見解がございましたらお聞かせ

いただきたいと思います。 

○副議長（佐々木卓也君） 消防長。 

○消防長（田中 誠君） 今後におきまして

は、リーフレットを毎戸配布する予定として

おります。 

こういったものでして、こちらにＱＲコー

ドが載っているものでございます。また「Ｌ

ｉｖｅ１１９」と同様に、マックテレビでの

利用、全国版救急受診アプリ「Ｑ助」の利用

方法の動画を放送することで、市民の理解を

深めてまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○副議長（佐々木卓也君） 以上で、春日洋

子議員の質問を終わります。 

それでは、市政に対する一般質問を次に移

ります。 

久保田隆二議員の登壇をお願いします。 

 久保田議員。 

○４番（久保田隆二君） ４番、市民クラブ

の久保田隆二です。事前の通告に従いまし

て、一般質問をさせていただきます。 

まずは、市職員の兼業・副業について質問

いたします。 

本年１月、首相が施政方針演説の第１の

柱、｢若者や女性にも選ばれる地方」の中で、

「地方公務員の兼業・副業の弾力化、会計年

度任用職員の在り方の見直し等により、地域

の中の方々が力を発揮できる環境を整備しま

す」と発言され、本年度中に、総務省から各

自治体へ、地方公務員の兼業・副業の許可基

準の目安になる方針が示される予定になって

おりますが、次の２点についてお伺いしま

す。 

１点目、市職員の兼業・副業の現状につい

てですが、地方公務員の兼業・副業について

は、地方公務員法第３８条、営利企業への従

事等の制限において、職員は任命権者の許可

なく兼業・副業することが禁止されていま

す。 

具体的には、次の三つの項目が当該条文に
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おいて禁止されています。まず、①営利団体

の役員等になること。次に、②自ら営利企業

を営むこと。最後に、③報酬を得て事業や事

務に従事することであり、これらの項目が任

命権者に許可を取らなければならない対象範

囲とされています。 

当市における兼業・副業について、許可の

フローや実際に許可を出している内容など、

市職員の兼業・副業の現状についてお伺いし

ます。 

２点目、当市における地方公務員の兼業・

副業の弾力化への今後の取組についてです

が、他の自治体においては、既に兼業・副業

の弾力化に取り組んでいる事例もございま

す。 

県内では、弘前市が令和３年度より市職員

のリンゴ農家への兼業を認めており、農家の

人材不足を補いながら、市職員が地域の中で

活動する機会をつくることで、兼業が地域を

知れるフィールドワークのような役割も担っ

ていると考えています。 

一方で、兼業・副業の弾力化のデメリット

として、兼業・副業に時間を取られてしま

い、十分に休息が取れないなど、本業である

公務員としての仕事に支障が出る可能性もあ

ることから、適切なルールをつくる必要があ

ると考えています。 

今年度中に、総務省から各自治体に許可基

準の目安になる方針が示される予定でありま

すが、当市における地方公務員の兼業・副業

の弾力化への今後の取組についてお伺いしま

す。 

次に、ネット広告を活用した特産品の販路

開拓について質問いたします。 

一般的に、商品を開発した後、まずは自社

のネットショップを制作したり、モールと呼

ばれるアマゾンや楽天などに自社商品を出品

するなど、ネット上の販売環境を整えます。

自社のネットショップやアマゾン・楽天など

のネットショッピングサイトへ記載するだけ

で、商品を販売することができればいいので

すが、競合他社の商品も多い中で、なかなか

アクセスを集めること自体が難しい場合もあ

ります。 

そもそも商品ページにアクセスが集まらな

いという課題を解決する手段として、ネット

広告を活用し、ネット上で商品ページにアク

セスを集め、商品購入につなげる事例があり

ます。 

ネット広告は、表示回数やアクセス数に応

じた料金が発生することから、採算が合わな

い場合も多いですが、継続購入を前提とした

顧客生涯価値（ＬＴＶ）という観点で計算す

ることで、採算を合わせることも可能だと考

えています。 

例えばですけれども、１個販売した際の粗

利が１,０００円の商品を販売する場合、単純

計算で１個販売するのに１,０００円以上の広

告費を使うと粗利がなくなるため、１個販売

する際の広告費は１,０００円以下にしなけれ

ばならないですが、１,０００円以下の広告費

で商品を販売するのが難しい場合もございま

す。 

一方で、商品や会社のファンになり、何度

も商品を継続購入してくれる顧客を探す場

合、先ほどの例に戻りますが、顧客が粗利１,

０００円の商品を１回だけでなく、継続的に

５回購入すると想定しますと、５,０００円の

粗利が得られる計算となり、仮に初回１個販

売するための広告費が３,０００円かかり、一

時的に赤字になったとしても、その顧客がリ

ピート購入し、将来的に５,０００円の粗利を

もたらしてくれる場合、初回広告の３,０００

円は後から回収できるという計算が成り立つ

と考えます。 

この考えは、商品を継続的に購入してもら

えるかという、商品や会社の魅力にかなり依

存する手法でありますし、初回に一定以上の

広告費用を投下する必要があるなどのリスク

もあります。しかしながら、商品や会社の魅

力がよければ、シンプルに継続購入してくれ

るため、大きな市場や売上げを狙えなくて

も、全国の中からこつこつと目の前のファン

を増やしていくことが可能であると考えてい
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ます。 

ネット広告を活用した特産品の販路開拓に

ついて、当市の御見解を伺います。 

以上で、私の壇上からの一般質問を終了い

たします。御答弁よろしくお願いいたしま

す。 

○副議長（佐々木卓也君） ただいまの久保

田隆二議員の質問に対する当局の答弁を求め

ます。 

 市長。 

○市長（小檜山吉紀君） ただいまの久保田

議員御質問の行政問題の第２点目、ネット広

告を活用した特産品の販路開拓については私

から、そのほかにつきましては副市長並びに

総務部長からお答えさせますので、御了承願

いたいと存じます。 

当市には、ゴボウ、長芋、ニンニク等の農

産物や、昼イカ、ホッキガイ、ヒラメ等の水

産物、鶏卵やブランドポーク等の畜産物な

ど、豊富で良質な一次産品がございます。 

これらの特産品の認知度向上には、特産品

を広く宣伝するＳＮＳや、ウェブサイトを活

用した情報発信、各種イベントへの参加な

ど、多様な手法を用いることが有効であるこ

とから、平成２５年度から三沢市特産品販路

開拓事業費補助金を設け、市内事業者に対

し、県内や首都圏等で開催されるイベント、

展示会及び商談会への出展、販路開拓のため

の調査・研究、ＰＲ用販売促進物、ホーム

ページ作成等に要する経費の一部を補助する

支援を実施してまいりました。 

御質問のネット広告を活用した特産品の販

路開拓は、近年のデジタル化の進展に伴い、

若年層や都市部の消費者等、様々な層へのＰ

Ｒができるほか、ライフタイムバリューの向

上にもつながるものと認識しております。 

今後におきましても、ネット広告も補助対

象である当該補助金による支援を継続すると

ともに、ネット広告のコスト効果や、事業者

の技術的なハードル等をしっかりと捉えた上

で、事業者が主体性を持って販路拡大に向け

た事業展開が可能となるよう、引き続き施策

の充実に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

私からは以上です。 

○副議長（佐々木卓也君） 副市長。 

○副市長（佐々木亮君） 行政問題の市職員

の兼業・副業についての第１点目、市職員の

兼業・副業の現状についてお答えいたしま

す。 

先ほど、議員の質問にもございましたよう

に、地方公務員の兼業・副業につきまして

は、地方公務員法第３８条、営利企業への従

事等の制限の規定により、任命権者の許可を

受けなければ、営利企業の役員等を兼ねるこ

と、自ら営利企業を営むこと、また報酬を得

る事業や事務に従事することはできないとさ

れており、服務の根本基準に反することのな

いよう制限されております。 

当市における職員の兼業・副業の現状につ

いてでございますが、職員に対しては、毎年

度、庁内グループウェアを通じて、地方公務

員法の規定による営利企業への従事等の制限

を周知しており、許可なく従事等をすること

がないように努めております。 

また、届出に対する許可につきましては、

職務専念義務に影響がないか、特別な利害関

係が発生することで職務の公正の確保に影響

がないか、職員の品位が保持されるかという

観点から判断して許可しているところでござ

います。 

なお、これまでの許可事例としましては、

特別職として委嘱される国勢調査等の調査員

を兼業することや、消防団員の兼業、太陽光

発電による売電収入、相続に伴う不動産収入

の発生等がございます。 

以上でございます。 

○副議長（佐々木卓也君） 総務部長。 

○総務部長（田中 浩君） 行政問題の市職

員の兼業・副業についての第２点目、当市に

おける公務員の兼業・副業の弾力化への今後

の取組についてお答えいたします。 

総務省では、社会の変革に対応した地方公

務員制度の在り方に関する検討会、働き方分
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科会において、地方公務員の兼業について議

論されており、また、第２１７回国会におけ

る石破内閣総理大臣の施政方針演説において

も、「令和の日本列島改造」として、５本の

柱を掲げ、第１の柱「若者や女性にも選ばれ

る地方」の中で「地方公務員の兼業・副業の

弾力化」が挙げられております。 

人口減少に伴う人材の希少化を背景とし

て、地方公務員は公務以外における社会貢献

活動等が期待されており、また、そのような

活動は、兼業する職員自身の自律的なキャリ

ア形成や、スキルアップによる自己実現等に

も有効と考えられております。 

県内では、先ほど議員からもお話がありま

したように、弘前市職員によるリンゴ生産ア

ルバイトの兼業に関する許可基準等を定めた

農作業における労働者不足を補っている事例

が知られておりますが、当市といたしまして

も、地域活動に関する兼業は持続可能な地域

社会にもつながり、さらには職員が地域社会

に貢献する活動を従事する中で、活動から得

た学びを職務に生かすことで、行政サービス

の向上にもつながるものと考えております。 

今後におきましては、国の動向や他自治体

の先進事例を参考として、兼業許可の公平

性、透明性を確保し、地域活動等の兼業を希

望する職員がためらわずに許可申請できるよ

うにすることで、地域活動等に関する兼業を

促進してまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○副議長（佐々木卓也君） 久保田議員。 

○４番（久保田隆二君） 御答弁いただき

ましてありがとうございました。再質問ある

ものは、再質問させていただきたいと思いま

す。 

まずは、１番の市職員の兼業・副業につい

ての（１）の市職員の兼業・副業の現状につ

いて、御答弁いただきましてありがとうござ

いました。 

今、地方公務員法第３８条に許可を取らな

ければいけないとされているものに関して、

実際に許可を出した事例として、消防団員と

か相続、国勢調査員といったところを挙げて

いただきまして、一応私としても理解するこ

とができました。 

今まで、こういった許可を出している事例

で、どれぐらいの件数があったのかというと

ころが、把握されている範囲で構いませんの

で、ぜひ御答弁いただきたいと思っておりま

す。 

○副議長（佐々木卓也君） 総務部長。 

○総務部長（田中 浩君） ただいまの再質

問にお答えいたします。 

先ほど副市長から、これまでの事例として

ということで、特別職とする国勢調査員等に

許可を出しているという御答弁を申し上げま

した。 

これまでの現状といたしましては、具体的

な件数、実績になりますけれども、今年度で

いきますと、６月１日現在、２件となってご

ざいます。 

内訳は、学校運営協議会委員、少年補導協

力員となってございます。これは、いずれも

非営利企業活動でございますが、報酬や謝礼

がありますので、許可をしているというよう

な状況でございます。 

それから、令和６年度におきましては７件

でございまして、内訳は、不動産が５件、通

訳が１件、委員謝礼が１件の許可事例がござ

います。 

そのほか、農林業センサス調査員もあるの

ですけれども、これが１０名、消防団員の兼

業が３名というような従事許可の実績がござ

います。 

以上でございます。 

○副議長（佐々木卓也君） 久保田議員。 

○４番（久保田隆二君） 丁寧に御答弁いた

だきましてありがとうございました。再々質

問はございません。 

思った以上に、３８条で許可している事例

があるのだなというところで、私として理解

が進みました。１番については、以上になり

ます。 

２番について、これから、多分、総務省か
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らガイドラインが示されることになると思い

ますので、そういったものをうまく見なが

ら、そこで市としてどういうふうなルールづ

くりをしていくのかというところを検討して

いただければと思います。再質問はございま

せん。 

２番目のネット広告を活用した特産品の販

路開拓についてなのですけれども、もしかし

たら、答弁を聞き漏らしたかもしれないので

すけれども、副市長の答弁の中で、特産品の

販路開拓の事業費補助金の中で、ネット広告

を使えるような話がもしかしたら今出たかな

と思っていまして、仮に事業者がネット広告

を使いたいとなった場合に、先ほど答弁の中

でありました、特産品の販路開拓補助事業を

使って補助の対象としてネット広告を使える

状態にあるのかどうかというところで、もし

あるのであれば、どれぐらい補助できるのか

といった部分の御答弁をいただきたいと思い

ます。 

○副議長（佐々木卓也君） 経済部長。 

○経済部長（坂岡敏行君） ただいまの三沢

市特産品販路開拓事業補助金のネット広告に

対する補助が可能かどうかというところと、

補助内容について、御説明いたします。 

まず、ネット広告に関する活用は、可能で

ございます。インターネット等を使った宣

伝・販売等を行う経費についても対象として

おりまして、そのうちの一部として可能と

なっております。 

実際、もう少し細かい御説明をいたします

と、商談会、展示会、物産イベント等への参

加に要する経費と市場調査・研究等に対する

経費の補助を行う制度となっております。 

そして、補助率は、対象経費の２分の１

で、上限は１０万円を交付する補助事業と

なっております。 

以上となります。 

○副議長（佐々木卓也君） 以上で、久保田

隆二議員の質問を終わります。 

───────────────── 

○副議長（佐々木卓也君） 本日の日程は、

以上で終了いたします。 

なお、明日も引き続き市政に対する一般質

問を行います。 

本日は、これをもって散会します。 

午後 ２時５２分 散会   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


